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レディーミクストコンクリート取扱基準 

１取扱基準 

1レディーミクストコンクリートを使用するときは、この取扱基準によるほか、JIS A 5308（レディーミクストコンク

リート）によらなければならない。 

2レディーミクストコンクリートの配合は設計図書による。設計図書に明記がない場合は下表を標準とする。 

受注者は、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 

レディーミクストコンクリートの配合適用基準 

No 種別 

コンク

リート

の種類 

呼び強

度 

N/㎟ 

スラン

プ 

cm 

粗骨材

の最大

寸法 

㎜ 

セメン

トの種

類 

水セメ

ント

比％以

下 

単位セ

メント

量 

kg 

空気量 

％ 

JIS規

格の有

無 

摘要 

1 

PC横桁・PC桁間コンクリー

ト・PCホーロースラブの間

詰 

普通 30 12 25 N － － 4.5 ○  

2 PCスラブ桁の間詰 普通 24 12 25 N － － 4.5 ○  

3 PCボステン主桁 普通 40 12 25 H － － 4.5 ○  

4 合成床版 普通 30 12 25 N 55 － 4.5 ○  

5 

非合成床版、RC床版、 

（鉄筋コンクリート）側溝

蓋 

普通 24 12 25 N 55 － 4.5 ○  

6 

（鉄筋コンクリート）地

覆、 

壁高欄 

普通 24 12 25 N 55 － 4.5 ○  

7 

場所打杭 

水中：オールケーシング

杭、リバース杭 

普通 30 18 25 BB 55 
350以

上 
4.5 ○  

8 
場所打杭 

大気中：深礎工 
普通 24 12 25 BB 55 － 4.5 ○  

9 
トンネル覆工用（機械打

設） 
普通 18 15 40 BB 60 － 4.5 ○ 

〔単位セメント量270

以上〕 

10 
トンネル施工用 

（インバー卜打設） 
普通 18 8 40 BB 60 － 4.5 ○ 

〔単位セメント量240

以上〕 

側壁導杭の一次覆工

含む 

11 

（鉄筋コンクリート）水

門・排水機場（上屋を除

く）・堰 

普通 24 12 25 
BB 

N 
55 － 4.5 ○ 

塩害を受けやすい構

造物はBBを標準とす

る 

12 

（鉄筋コンクリート）橋

台・橋脚・函渠頬・鉄筋コ

ンクリート擁壁・樋門・樋

管 

普通 24 12 25 
BB 

N 
55 － 4.5 ○ 

塩害を受けやすい構

造物はBBを標準とす

る 

13 
河川護岸及び砂防護岸に使

用する石積（張）胴裏込 
普通 18 8 25 BB 60 － 4.5 ○  

14 

厚16cm未満の側溝・集水

桝、石積（張）胴裏込・管

渠 

普通 18 8 25 BB 60 － 4.5 ○  

15 重力擁壁・モタレ擁壁 普通 18 8 40 BB 60 － 4.5 ○  

16 

石積・ストンガード・標識

及び照明灯基礎・厚16cm以

上の側溝等 

普通 18 8 40 BB 60 － 4.5 ○  
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No 種別 

コンク

リート

の種類 

呼び強

度 

N/㎟ 

スラン

プ 

cm 

粗骨材

の最大

寸法 

㎜ 

セメン

トの種

類 

水セメ

ント

比％以

下 

単位セ

メント

量 

kg 

空気量 

％ 

JIS

規格

の有

無 

摘要 

17 重力式橋台 普通 21 8 40 BB 60 － 4.5 ○  

18 均しコンクリート 普通 18 8 
25 

40 
BB － － 4.5 ○ 

厚16cm未満は粗骨材

最大寸法25mm 

厚16cm以上は粗骨材

最大寸法40mm 

19 セメントコンクリート舗装 舗装 

（曲げ

強度） 

4.5 

2.5 
(人力施

工等では

6.5) 

40 N 45 － 4.5 ○ 
〔単位セメント量280

～350〕 

20 

（河川） 

護岸基礎・根固ブロック・

護岸コンクリート張（平

場）・堰（無筋） 

普通 18 5 40 BB 60 － 4.5 ○  

21 

（河川） 

護岸コンクリート張（法

面） 

普通 18 3 40 BB 60 － 4.5 無  

22 
（河川・海岸） 

護岸均しコンクリート 
普通 － 3 25 BB － 

170以

上 
－ 無  

23 
（海岸） 

波返し・表法張・基礎 
普通 24 8 40 BB 55 － 4.5 ○  

24 
（海岸） 

無筋コンクリート擁壁 
普通 24 8 40 BB 55 － 4.5 ○  

25 
（海岸） 

根固ブロック10t以上 
普通 24 5 

80 

［40］ 

BB 

BB 

55 

55 

－ 

－ 

（4.0） 

［4.5］ 

無 

○ 

粗骨材の最大寸法は

80㎜を標準とする。 

ただし、骨材の入手

が困難な場合は40㎜

とすることができ

る。 

26 

（砂防） 

主副ダム・側壁 

（砂防） 

10t以上の根固ブロック 

普通 18 5 
80 

［40］ 

BB 

BB 

60 

60 

－ 

－ 

（4.0） 

［4.5］ 

無 

○ 

粗骨材の最大寸法は

80㎜を標準とする。 

ただし、骨材の入手

が困難な場合は40㎜

とすることができ

る。 

27 

（砂防）流路工・護岸 

（砂防）10t未満根固ブロ

ック 

普通 18 5 40 BB 60 － 4.5 ○  

28 
（下水道） 

シールド二次覆工用等 
普通 24 12 25 BB 55 － 4.5 ○  

29 

（港湾） 

中詰コンクリート中詰ブロ

ック 

普通 18 8 40 BB － － 4.5 ○ 無筋コンクリート 

30 

（港湾） 

防波堤上部工ケーソンの蓋

コンクリート 

普通 18 8 40 BB 60 － 4.5 ○ 無筋コンクリート 

31 

（港湾） 

本体ブロック異形ブロック

（消波・被覆） 

普通 18 5 40 BB 60 － 4.5 ○ 

無筋コンクリート 

消波用異形ブロック

で公称重量35ｔ以上

の場合は事業課と協

議すること 

32 （港湾）根固ブロック 普通 18 5 40 BB 60 － 4.5 ○ 無筋コンクリート 
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No 種別 

コンク

リート

の種類 

呼び強

度 

N/㎟ 

スラン

プ 

cm 

粗骨材

の最大

寸法 

㎜ 

セメン

トの種

類 

水セメ

ント

比％以

下 

単位セ

メント

量 

kg 

空気量 

％ 

JIS

規格

の有

無 

摘要 

33 

（港湾） 

係船岸上部工、胸壁、係船

直柱基礎（重力式） 

普通 18 8 40 BB 60 － 4.5 ○ 無筋コンクリート 

34 

（港湾） 

係船岸上部工、胸壁、係船

直柱基礎（杭式） 

普通 24 8 25 BB 55 － 4.5 ○ 
鉄筋コンクリート 

桟橋上部工を除く 

35 （港湾）桟橋上部工 普通 24 12 25 BB 55 － 4.5 ○ 鉄筋コンクリート 

36 

（港湾） 

ケーソン・岸壁用L型・セ

ルラー・消波ブロック 

普通 24 12 25 BB 55 － 4.5 ○ 鉄筋コンクリート 

37 （港湾）控壁、控杭上部工 普通 24 12 25 BB 55 － 4.5 ○ 鉄筋コンクリート 

38 （港湾）エプロン舗装 舗装 

（曲げ

強度） 

4.5 

2.5 
(人力施

工等では

6.5) 

40 N － － 4.5 ○  

39 （港湾）水中コンクリート 普通 - 13～18 25 BB 50 
370以

上 
4.5 無  

注：1骨材の最大寸法 25mm 及び 80mm は地域的に骨材の入手が不可能な場合のみ 20mm 及び 40mm とすることができる。 

2水セメント比については、鉄筋コンクリート構造物は 55％以下、無筋コンクリート構造物は 60％以下としなけ

ればならない．（ただし、PC構造物については別途事業課と協議） 

3設計図書に塩害対策を必要とする旨、明示した場合の橋梁上部工に用いるコンクリートの水セメント比は 50％以

下、橋梁下部工に用いるコンクリートの水セメント比は 55％以下を標準とする。 

4セメントの種類は、Ｎ：普通ポルトランドセメント、Ｈ：早強ポルトランドセメント、ＢＢ：高炉セメント B種

を示している。 

5橋梁に関するものは、静岡県橋梁設計要領(令和３年 10月)Ⅰ-50 を参考にすること。 

6エプロン舗装に関して、手仕上げまたは簡易的な機械による施工を行う場合、設計図書に関する監督員の承諾を

得て、スランプ 6.5cm のコンクリートを使用できる。 

7表中の「-」は、基準値を定めないことを示す。 

 

2 レディーミクストコンクリートの製造工場 

受注者は、レディーミクストコンクリートを使用する場合には、JIS A 5308 の JIS マーク表示認証を受けた製品

を製造している工場(略呼称「JIS マーク表示認証工場」)で、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統

一監査基準に基づく監査に合格した工場から選定するものとする。ただし運搬時間、その他の理由によりこれらの

製品を使用することが困難な場合には、土木工事共通仕様書第 1編「共通編」第 3節 3－3－2(農林土木工事共通仕

様書第 1編「共通編」第 3節 3－3－2)の規定によるものとする。 

 

3 配合強度 

レディーミクストコンクリート製造工場の配合強度は、次によらなければならない。 

（1）JIS マーク表示認証工場 

ｍ≧SL＋2.5δ ここに、ｍ：配合強度（N/㎟） 

 SL：呼び強度（N/㎟） 

 δ：当該工場の実績による標準偏差（N/㎟） 

（2）JIS マーク表示認証工場以外の工場 

設計基準強度を下廻らない値で配合強度を定めなければならない。 
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4 レディーミクストコンクリートの使用の承諾 

受注者は、レディーミクストコンクリートを使用する場合は、次の書類を提出し承諾を得なければならない。 

設計図書に示すコンクリートの種類を、受注者の事由により変更しようとするときは、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

JIS表示認証工場の製品使用の場合 JIS表示認証工場以外の製品使用の場合 

・JIS表示許可の写し 

 

 

 

・レディーミクストコンクリート配合計画書（様式－

1） 

・配合計算書（様式－2） 

・骨材試験成績表（様式－3） 

・アルカリシリカ反応抑制対策について(別紙様式) 

 

・プラント施設概要書 

・計量機の検定済証明書 

・品質管理データ 

・レディーミクストコンクリート配合計画書（様式－

1） 

・配合計算書（様式－2） 

・骨材試験成績表（様式－3） 

・アルカリシリカ反応抑制対策について(別紙様式) 

・セメント試験成績表 

＊JIS 表示されていないレディーミクストコンクリートを使用する場合には、受注者の配合試験臨場及び監督員の関係

書類審査により品質を確認しなければならない。 

 

5 品質管理 

コンクリートの品質管理は土木工事共通仕様書及び農林土木工事共通仕様書、及び同施工管理基準に定めるほ

か、本取扱基準（別表-1）「コンクリートの品質管理」によらなければならない。 

品質管理の上で必要な書類は次のとおりである。 

・「レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書」（様式-4）（1工種 20㎥～150 ㎥ごとに１回実施） 

・「レディーミクストコンクリート品質管理（スランプ・空気量）報告書」（様式-5-1）（1日 1回以上実施） 

「レディーミクストコンクリート強度試験結果報告書」（様式-5-2）（小規模工種の場合、様式-4に代えて

提出する資料） 

・「コンクリート強度管理表」（様式-6）（小型構造物等は不要） 

・「気温及びコンクリート打設記録表」（様式-7）（小型構造物等は不要） 

・「コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表」（様式-8）（小型構造物等は不要） 

・コンクリート中の塩化物含有量測定資料 

(鉄筋コンクリート構造物及び用心鉄筋等を有する無筋コンクリート構造物（仮設を除く）は実施) 

・単位水量測定結果（１日打設量 100 ㎥以上の場合は実施） 

・ひび割れ発生状況調査結果 

（高さ 5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積 25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、

橋梁上・下部工及び高さ 3m以上の堰・水門・樋門は実施） 

 

（1）コンクリート供試体の確認 

レディーミクストコンクリートの品質を確かめるためのコンクリート供試体の確認は、下記の方法のどち

らかにより実施しなければならない。 

ア Ａ法 

①コンクリートを供試体枠に投入したときの写真撮影時に、型枠外面に供試体を特定できる番号・記号等を

記載し撮影する。 

②供試体頭部硬化後、型枠外面に記載した番号・記号等と同一のものを頭部にも記載し、２箇所の番号・記

号等が１枚の写真でよくわかるように撮影する。ただし、写真撮影は型枠脱型前に行う。 

③写真については、「静岡県情報共有・電子納品ガイドライン」による。 

イ Ｂ法 

①供試体型枠の内側の側面に、所定の事項を記入した供試体確認版等をおき、コンクリートを打設する。 

②強度試験前に、供試体確認版等を写真に撮り資料採取時のものと同一のものか確認する。 
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（2）コンクリートテストハンマーによる圧縮強度の測定 

コンクリート圧縮強度の測定を、シュミットハンマー普通コンクリート用 NR型、N型により行う場合に

は、社団法人日本材料試験協会「シュミットハンマーによる実施コンクリートの圧縮強度判定方法指針

(案)」により行うものとするが、その一部の運用は次のとおりとする。 

ア 硬度測定箇所の選定 

①硬度の測定は、厚さ 10㎝以下の床版や壁、一辺 15㎝以下の断面の柱など小寸法で支間の長い部材では避

けること。やむを得ずそのような部材で測定するときは、背後から別にその部材を支持して行うものとす

る。 

②薄い床版及び壁では、なるべく周辺や支持辺に近い箇所を選定するものとする。 

③はりでは、その側面で行うのを原則とする。 

④柱や壁では、コンクリートの分離による影響を考慮して適当な箇所を選定するものとする。 

⑤測定面としては、型枠に接した面で質が均一でモルタルに覆われた平滑な面を選定するものとする。 

⑥測定面内にある豆板、空泡、露出している砂利などの部分は避けて行うものとする。 

イ 硬度測定方法 

①測定面にあるわずかの凹凸や付着物は、と石でていねいに平滑にみがいてこれを除き、粉末その他の付着

物をふきとってから行うものとする。 

②仕上げ層や上塗りのある場合はこれを除去し、コンクリート面を露出された後、（2）①の処理をしてから

測定するものとする。 

③打撃方向は、常に測定面に直角に行うものとする。 

④テストハンマーは、徐々に力を加えて打撃をおこさせ測定するものとする。 

⑤測定する位置は、端部から３㎝以上離れたところで、互に３㎝以上の間隔をもった 12点について行い、上

下２点の反発値を切り捨て 10個を算術平均して、その測点の測定硬度とする。 

ウ 強度判定法 

①テストハンマーによる打撃は、ハンマーの水平軸方向（0°）で測定するのを原則とする。ただし、構造物

の形状によりこれにより難い場合は、上向（+）、下向（－）として測定し、水平（0°）から下向（-

90°）までは、「テストハンマーの圧縮強度換算表」（別表－2）により強度を判定し、上向（＋）の場合

は、テストハンマーに添付されている強度曲線表により強度を判定する。 

エ シュミットコンクリートテストハンマーの調整 

①シュミットコンクリートテストハンマーの調整は、専用精度検定器（テストアンビル）により使用前に検

定するものとする。 

テストアンビルによる反発値（Ra）は 80±2で調整するものとする。テストアンビルによる反発値（Ra）

が 80±2以上の数値を平均して示すものを使用する場合には、実際にコンクリートを打撃して測定した反

発値の（R）は、次の式により修正するものとする。 

80 

Ra 

ここに、Rl：測定硬度の修正値 

R：測定硬度（10点または 20点の平均値） 

③反発値（Ra）が、②以外のテストアンビルを使用する場合の調整は、その取扱説明書により行うものとす

る。 

オ 測定値の記録 

品質管理又は検査においてテストハンマーで測定した数値は、「コンクリートテストハンマーによる強度

試験結果表」（様式－8）に記録するものとする。 

 

（3）ひび割れ発生状況の調査 

ア 受注者は、高さ５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積 25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート

類、橋梁上・下部工及び高さ３ｍ以上の堰・水門・樋門の施工完了時にひび割れ発生状況の調査を実施し

なければならない。 

ただし、いずれの工種についても、プレキャスト製品及びプレストレストコンクリートは測定の対象と

しない。 

Rl＝R・ 
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イ 調査方法は、0.2mm 以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開図に対応する写真に

ついても提出しなければならない。また、ひび割れ等変状の認められた部分をマーキングしなければなら

ない。 

ウ 受注者は、ひび割れ発生状況の調査を実施した結果を書面により監督員に提出しなければならない。 

エ ひび割れ発生状況の調査は、構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とし、フーチン

グ・底版等で竣工時に地中、水中にある部位については、竣工前に調査する。代表的な構造物について

の例を図-1に示す。 

図-1ひび割れ発生状況調査の範囲(例) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

擁壁 カルバート 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

橋梁下部 
 
 
 
 
 

 
橋梁上部 

6品質検査 

コンクリ一卜の品質検査は、書類検査のほか、コンクリートテストハンマーにより構造物の強度を測定する。 

・強度判定基準 

≧δckとする。ここに、 ：１回の測定結果（３測点の平均値） 

δck：設計基準強度（呼び強度） 

コンクリートテストハンマーの１回の測定結果（３測点の平均値）が ＜δckとなった場合には、標準養生に

よる供試体の圧縮試験結果により合否を判定する。 

 

・熟成強度による合格判定 

検査時に熟成度が 100％に達しない場合には、熟成度を乗じた強度で合否を判定する。この場合監督員は、

熟成日に強度を測定し、確認するものとする。 

 

7 日当たり打設量が小規模となるﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの品質管理 

日当たり打設量が小規模となるﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合の品質管理は、「日当たり打設量が小規模となる

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの品質管理基準」に基づくものとする。 

 

調査範囲 



その他取扱基準等－9 

 

 

 

日当たり打設量が小規模となるﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの品質管理基準 
 

日当たり打設量が小規模となるﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合の品質管理基準については下記基準

による。 
 

１ 品質管理基準 

試験項目 
JIS A 5308 

による検査 
静岡県基準 

小規模 
（日打設量 50ｍ3未満） 

備考 

圧縮強度 
試験 

150ｍ3 に１回 

（σ28） 
品質管理基準に

よる 
下記２による 

 

ｽﾗﾝﾌﾟ試験 必要に応じ 
品質管理基準に

よる 
同左 

 

空気量試験 必要に応じ 
品質管理基準に

よる 
同左 

 

 
２ 試験回数の決め方（圧縮強度試験） 
配合種類別に 
１） 打設量が 50ｍ3 程度で最低１回以上の試験を行うものとする。ただし、日打設量が 50ｍ3 以上の

大規模のものは、現行基準で管理すること。 
２） 日当たり打設量が 50ｍ3未満の小規模の場合は、生コン工場の同一現場への出荷順に 50ｍ3程度

でくくって（打設日が違ってもかまわない）１回の試験を行うものとする。 
３） 打設量が少量でも２週間かかっても 50ｍ3 に満たない場合は、２週間で１回の試験を行うものと

する。 
４） 総打設量が 10ｍ3未満の場合は、試験を省略することができるものとする。 

 
例 ある生コン工場で現場に出荷する場合の試験回数について 
出荷月日配

合 4/3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 計 

21-8-25ＢＢ 35  10 50 40 5 5 5  15 20 10 3 10 15 40 80 3 9 15  370 

18-8-40ＢＢ 15  15 15  15      5       10 15 30 120 

注）1 回の試験単位を     で示す。 
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別表-1 

「コンクリートの品質管理」 

試験項目 試験方法 適用基準 

1.強度試験 

1)標準養生によ

る供試体の圧縮

強度試験 

JIS A 1108 (1)供試体によるコンクリートの圧縮強度試験は、構造物の重要度と工事の規模に応じて 1 工

種 20 ㎥～150 ㎥ごとに 1回行う。供試体は打設場所で採取し、１回につき 6個（σ7…3

個、σ28…3個）とする。 

ただし、小規模工種(※)でコンクリートの使用量が 1工種 50 ㎥未満の場合には、（3）

により試験に代えることができるものとする。 

(2)材令σ7、σ28の強度試験結果は、「レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書」

（様式－4）により提出するものとする。σ28未実施の場合σ7の上段に（）書でσ28の推

定値を（4）により記入するものとする。 

(3)小規模工種(※)で 1工事のコンクリート使用量が 1工種 50 ㎥未満の場合には、(2)に代え

生コン工場における同一ロットの生コンσ28の品質試験結果を「コンクリート強度試験結

果報告書」（様式－5-2）により提出することができるものとする。 

(4)普通ポルトランドセメント使用の材令 7日強度より材令 28日の強度の判定にあたっては、

JIS マーク表示認証工場の推定式を参考とするものとする。 

なお、これによりがたい場合は、次式を参考にするものとする。 

σ28＝-0.020(σ7)2+1.96σ7‥………σ7＜15N/㎟ 

σ28＝0.96σ7＋10.4……………‥…σ7≧15N/㎟ 

高炉セメント使用の材令 7日強度より材令 28日強度の判定にあたっては、JIS マーク表

示認証工場の推定式を参考とするものとする。 

なお、これによりがたい場合は、次式を参考にするものとする。 

σ28＝1.14σ7＋11.8……………‥‥σ7≧5N/㎟ 

(5)受注者は、σ7における試験結果を確認し、コンクリートの品質をチェックするものとす

る。σ7における試験結果に疑義のある場合には、受注者、生産者及び監督員が協議を行い

処置するものとする。 

2)現場養生による

供試体の圧縮強度

試験 

 特記仕様書に定める場合を除き、原則として行わないものとする。 

3）コンクリート

強度管理表 

 (1)「コンクリート強度管理表」（様式－6）、「気温及びコンクリート打設記録表」（様式－

7）、「コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表」（様式－8）は、総ての工事に

ついて下表に基づき作成する。 
コンクリート構造物の分類 

管理対象構造物 
構造物種別 構造物の種類 

無筋構造物 

重力式擁壁等マッシブな鉄筋構造物、比較

的単純な鉄筋を有する構造物で半重力式擁

壁、橋台 

①高さ 2m以上の重力

式・半重力式擁壁等 

②橋台 

③上記以外は１工種 10

㎥以上のもの 

鉄筋構造物 

水路、ボックスカルバート、水門、ポンプ

場下部工、桟橋上部コンクリート、突桁又

は扶壁式の擁壁及び橋台、橋脚、橋梁床版

等の鉄筋量の多い構造物 

①高さ 2m以上の擁壁 

②橋台・橋脚 

③内空 4㎡以上の函渠 

④上記以外は１工種 10

㎥以上のもの 

小型構造

物 

(Ⅰ) 

最大高さ 1m程度の擁壁、側溝、プロック基

礎、笠コンクリート等のコンクリート断面

積が小さく(１㎡以下)連続している構造物 

適用しない 

(Ⅱ) 

形状が複雑な構造物及び集水桝、空気弁、

排泥弁、道路照明・標識・防護柵の基礎等

の少量(１㎥以下)のコンクリート量で点在

する構造物 

適用しない 

注）コンクリートテストハンマーによる測定が出来ないもの、困難なもの、不適当なものは適用

を除外する。 

測定出来ないもの：ブロック積（張）の胴、裏込めコンクリート、水中コンクリート

等。 

測定困難なもの：厚 10cm 以下の床版・壁、一辺 15cm 以下の柱等。 

測定不適当なもの：均し（張り）コンクリート等。 
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試験項目 試験方法 適用基準 

  (2)コンクリート強度管理表の記入方法 

①配合強度は、配合計算書より記入する。 

②熟成度の記入 

イ 6月から 9月の間にコンクリートを打設し、σ28が 9月末日までのものは、材令別コ

ンクリート熟成度表（別表-3）・（別表-4）の 20℃を適用し、この間気温の測定は

必要ない。 

ロ 10 月以降に材令がσ28に達する場合と、5月末までにコンクリートを打設する場合に

は、コンクリートの強度を材令別コンクリート熟成度表で補正する。（呼び強度×熟

成度） 

③テストハンマーによる強度の測定 

イ品質管理のためにおこなうテストハンマーによる強度の測定は、反発硬度が測定でき

るときからσ7又はσ14で行い、熟成度による強度の目標値以上の場合には、σ28又

は熟成日を測定し熟成度により強度の確認をする。 

なおσ7又はσ14強度に達しない場合にはσ14又はσ21で測定しσ28又は熟成日で確認を

する。 

④養生方法は、実施した方法を記入する。 

材令別コンクリート熟成度表のσ7の熟成度はσ28に対して 45～50％程度であるが、

標準養生の強度は 60％、又テストハンマーによる過去の実績の平均値は 57％程度である

ため、σ7の強度はσ28の 60％を管理目標として初期養生を行うものとする。 

4）非破壊試験 コンクリー

トテストハ

ンマーによ

り行う。 

試験方法は、この基準のコンクリートテストハンマーによる測定方法によるものとし、１回

の測定結果（ ）は３測点の平均値とする。 

１回の測定結果（３測点の平均値)は呼び強度以上であること。 

5）標準養生によ

る供試体の曲げ

試験 

JIS A 1106 
コンクリート舗装の場合に適用し、打設日１日につき２回（午前・午後）の割りで行う。な

おテストピースは打設場所で採取し、１回につき原則として３個とする。 

6）コアによる

圧縮強度試験 

JIS A 1107 
所定の強度が得られない場合や品質に異状が認められる場合に行う。 

2.スランプ試験 JIS A 1101 荷卸し時に１回／日以上実施する。そのほか、構造物の重要度と工事の規模に応じて 20㎥

～150 ㎥ごとに１回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときに実施する。 

ただし道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクストコンクリートを用いる場合は原則

として全運搬車測定を行う。 

道路橋床版の場合、全運搬車試験を行うが、スランプ試験の結果が安定し良好な場合はそ

の後スランプ試験の頻度について監督員と協議し低減することができる。 

小規模工種(※)で１工種当りの総使用量が50㎥未満の場合は、１工種１回以上。またはレ

ディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。1工種当たりの総使用量が50㎥以上の場合は、50㎥ごとに1回の試験を行う。 

3.空気量の測定 JIS A ll16 

JIS A ll18 

JIS A l128 

荷卸し時に１回／日以上実施する。そのほか、構造物の重要度と工事の規模に応じて 20㎥

～150 ㎥ごとに１回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときに実施する。 

小規模工種(※)で１工種当りの総使用量が 50㎥未満の場合は、１工種１回以上。またはレ

ディーミクストコンクリート工場（JIS マーク表示認証工場）の品質証明書等のみとするこ

とができる。 

4.コンクリート

中の塩化物総量

規制 

 

 

 (1)適用範囲 

鉄筋コンクリート構造物及び用心鉄筋等を有する無筋コンクリート構造物（仮設を除く） 

(2)塩化物総量規制値 

0.30kg／㎥以下(Cl 重量換算)であること。 

(3)測定 

受注者の技術者が、工事現場において荷卸し時のフレッシュコンクリートについて行う

ことを原則とする。 

測定の頻度は、コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に１回コンク

リート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の１／２以下の場合は、午後の

試験を省略することができる。（１回の測定は３資料とする） 

試験の判定は３資料の測定値の平均値で行う。 
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橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、函渠工、樋

門、樋管、水門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様

書で指定された工種 

 

試験項目 試験方法 適用基準 

  小規模工種(※)で１工種当りの総使用量が 50㎥未満の場合は、１工種１回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場（JIS マーク表示認証工場）の品質証明書等のみと

することができる。 

１工種当りの総使用量が 50㎥以上の場合は、50㎥ごとに１回の試験を行う。 

用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。 

(4)監督員の立会及び審査 

監督員は、立会または受注者の測定資料を審査し、塩化物含有量の確認を行う。 

(5)測定方法 

コンクリートの塩化物含有量の測定方法は、受渡当事者間の協議によって、適宜定める。 

(6)測定結果の記録及び措置 

測定結果は、記録表に記載し、測定中の写真とともに監督員に提出しなければならない。測

定の結果規制値以下の場合は受け入れるものとし、規制値を越えた場合は受け入れを拒否す

る。次から搬入されるコンクリートからは毎回測定して、規制値を下回ることを確認した後、

そのコンクリートを用いるものとする。この場合、安定して規制値を下回ることが確認でき

れば、その後の測定は通常の頻度で行ってよい。 
5.アルカリシリ

カ反応抑制対策

（土木構造物） 

 

 

 

「骨材のア

ルカリシリ

カ反応試験

方法」は

JISA1145・

1146（化学

法、モルタ

ルバー法）

による。 

アルカリシリカ反応抑制対策（土木構造物）実施要領による 

6.単位水量測定 

 

エアメータ

法かこれと

同程度、若

しくは、そ

れ以上の精

度を有する

測定機器を

使用する 

レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）による 
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別表－2 

「テストハンマーの圧縮強度換算表」 
(N/㎟) 

角度 

 

 

反発硬度Ｒ 

0° 

５分以下 

-４５° 

５分を超

え２割 5

分まで 

-90° 

２割 5分

を超え水

平まで 

角度 

 

 

反発硬度

Ｒ 

0° 

５分以下 

-４５° 

５分を超

え２割 5

分まで 

-90° 

２割 5分

を超え水

平まで 

20.0 7.5 10.6 11.8 30.5 20.8 23.7 24.6 

.5 8.1 11.2 12.4 31.0 21.5 24.3 25.3 

21.0 8.7 11.8 13.0 .5 22.1 24.9 25.9 

.5 9.4 12.5 13.6 32.0 22.8 25.5 26.5 

22.0 10.0 13.1 14.2 .5 23.4 26.2 27.1 

.5 10.6 13.7 14.8 33.0 24.0 26.8 27.7 

23.0 11.3 14.3 15.4 .5 24.7 27.4 28.3 

.5 11.9 15.0 16.1 34.0 25.3 28.0 28.9 

24.0 12.6 15.6 16.7 .5 25.9 28.7 29.5 

.5 13.2 16.2 17.3 35.0 26.6 29.3 30.2 

25.0 13.8 16.8 17.9 .5 27.2 29.9 30.8 

.5 14.5 17.4 18.5 36.0 27.9 30.5 31.4 

26.0 15.1 18.1 19.1 .5 28.5 31.1 32.0 

.5 15.7 18.7 19.7 37.0 29.1 31.8 32.6 

27.0 16.4 19.3 20.3 .5 29.8 32.4 33.2 

.5 17.0 19.9 21.0 38.0 30.4 33.0 33.8 

28.0 17.7 20.6 21.6 .5 31.0 33.6 34.4 

.5 18.3 21.2 22.2 39.0 31.7 34.3 35.1 

29.0 18.9 21.8 22.8 .5 32.3 34.9 35.7 

.5 19.6 22.4 23.4 40.0 33.0 35.5 36.3 

30.0 20.2 23.0 24.0     

備考（1）強度換算式打撃角度 G＝9．80665×10－2 

水平（＋0°）F＝G×（－184＋13．0R） 

下向(－45°）F＝G×（－146＋12．7R） 

下向(－90°）F＝G×（－130＋12．5R） 
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様式―１ 

レディーミクストコンクリート配合計画書 

NO． 

          様                                      年  月  日 

 

製造会社・工場名 

 配合計画者名  

工 事 名 称 
 

所 在 地  

納 入 予 定 時 期  

本 配 合 の 適 用 期 間 a）  

コンクリートの打込み箇所  

配合の設計条件 

呼び方 

コンクリートの 

種類による記号 
呼び強度 

スランプ又はスラ

ンプフローcm 

粗骨材の最大寸法 

㎜ 

セメントの種 

類による記号 

     

（
必
須
） 

指
定
事
項 

 

セメントの種類 呼び方欄に記載 粗骨材の最大寸法 呼び方欄に記載 

骨材の種類 使用材料欄に記載 
アルカリシリカ反応抑制対策 

の方法 b） 
 

（
任
意
） 

指
定
事
項 

 

骨材のアルカリシリカ反応性による区分 使用材料欄に記載 軽量コンクリートの単位容積質量 kg/㎥ 

水の区分 使用材料欄に記載 コンクリートの温度 最高・最低℃ 

混和材料の種類及び使用量 使用材料及び配合表欄に記載 水セメント比の目標値の上限 ％ 

塩化物含有量 kg/㎥以下 単位水量の目標値の上限 kg/㎥ 

呼び強度を保証する材齢 日 
単位セメント量の目標値の下限 

又は目標値の上限 
kg/㎥ 

空気量 ％ 流動化後のスランプ増大量 cm 

使用材料 c） 

セメント 生産者名  密度(g/㎤)  Na20eq％d)  

混和材 製品名  種類  密度(g/㎤)  Na20eq％e)  

骨

材 
No. 種類 産地又は品名 

ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性に

よる区分 f) 

粒の大き

さの範囲

g) 

粗粒率又は実

積率 h) 

密度(g/㎤) 微粒分量の

範囲（％）

i) 
絶乾 表乾 

区分 試験方法 

細

骨

材 

①          

②          

③          

粗

骨

材 

①          

②          

③          

混和剤① 
製品名 

 
種類 

 
Na20eq％j） 

  

混和剤②     

細骨材の塩化物量 k) ％ 水の区分 l)  目標スラッジ固形分率 m) ％ 

回収骨材の使用方法 n) 細骨材  粗骨材  安定化スラッジ水の使用の有・無 

配合表(kg/㎥)o) 

セメント 混和材 水 
細骨材

① 

細骨材

② 

細骨材

③ 

粗骨材

① 

粗骨材

② 
粗骨材③ 

混和剤①

p） 
混和剤② 

           

水セメント比 ％ 水結合材比 q） ％ 細骨材率 ％ 

備考 骨材の質量配合割合 r）、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合がある。 

   運搬時間の限度を変更した場合；  時間 
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（別表）            

注記 用紙の大きさは、日本産業規格 A列 4番（210 ㎜×297mm）とする。 

   なお、骨材及び混和材の記入欄は、使用材料の数に応じて増減することができる。 

注 

a）本配合の適用期間に加え、標準配合、または修正標準配合の別を記入する。 

なお、標準配合とは、レディーミクストコンクリート工場で社内標準の基本にしている配合で、標準状態の運搬時間における標

準期の配合として標準化されているものとする。また、修正標準配合とは、出荷時のコンクリート温度が標準配合で想定した温

度より大幅に相違する場合、運搬時間が標準状態から大幅に変化する場合、若しくは骨材の品質が所定の範囲を超えて変動する

度合に修正を行ったものとする。 

b）JIS A 5308 付属書 B表 B.1 の記載事項を、そのまま記入する。(※) 

c）配合設計に用いた材料について記入する。 

d）ポルトランドセメント及び普通エコセメントを使用した場合に記入する。JIS R 5210 の全アルカリの値としては、直近 6ヵ月間

の試験成績表に示されている、全アルカリの最大値の最も大きい値を記入する。 

e）最新版の混和材試験成績表の値を記入する。 

f）アルカリシリカ反応性による区分、及び判定に用いた試験方法を記入する。 

g）細骨材に対しては、砕砂、スラグ骨材、人工軽量骨材及び再生細骨材 Hでは粒の大きさの範囲を記入する。粗骨材に対しては、

砕石、スラグ骨材、人工軽量骨材及び再生細骨材 Hでは粒の大きさの範囲を、砂利では最大寸法を記入する。 

h）細骨材に対しては粗粒率の値を、粗骨材に対しては、実積率または粗粒率の値を記入する。 

i）砕石、砕砂及びスラグ骨材を使用する場合に記入する。 

j）最新版の混和剤試験成績表の値を記入する。 

k〉最新版の骨材試験成績表の値(NaCl として)を記入する。 

l）回収水のうちスラッジ水を使用する場合は、”回収水(スラッジ水)”と記入する。 

m）スラッジ水を使用する場合に記入する。目標スラッジ固形分率とは、3%以下のスラッジ固形分率の限度を保証できるように定め

た値である。また、スラッジ固形分率を 1%未満で使用する場合には、”1%未満”と記入する。 

n）回収骨材の使用方法を記入する。回収骨材置換率の上限が 5%以下の場合は”A方法”、20%以下の場合は”B方法”と記入する。 

o）人工軽量骨材の場合は、絶対乾燥状態の質量で、その他の骨材の場合は表面乾燥飽水状態の質量で表す。 

p）空気量調整剤は、記入する必要はない。 

q）セメントだけを使用した場合は、水セメント比を記入する。高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、シリカフォームまたは膨張材

を結合材として使用した場合は、水結合材比だけを記入するか、または水結合材比及び水セメント比の両方を記入する。 

r）全骨材の質量に対する各骨材の計量設定割合をいう。 

s）コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法を講じる場合にだけ（別表）に記入する。 

t）購入者から通知を受けたアルカリ量を用いて計算する。 

u）付着モルタルのスラリー化に使用した場合の全アルカリ量は F.6.2 によって求めた値を、安定化スラッジ水の作製に用いた場合

の全アルカリ量は G.8.2 によって求めた値を記入する。 

アルカリ総量の計算表 s） 

アルカリ総量の計算 判定基準 計算及び判定 

コンクリート中のセメントに含まれるアルカリ量（kg/㎥）Rc 

Rc＝（単位セメント量 kg/㎥）×（セメント中の全アルカリ量 Na20eq：％/100） 
① =Rc 

  

コンクリート中の混和材に含まれるアルカリ量（kg/㎥）Ra  

Ra＝（単位混和材量 kg/㎥）×（混和材中の全アルカリ量：％/100） 
② =Ra 

  

コンクリート中の骨材に含まれるアルカリ量（kg/㎥）Rs 

Rs＝（単位骨材量 kg/㎥）×0.53×（骨材中の NaCl の量：％/100） 
③ =Rs 

  

コンクリート中の混和剤に含まれるアルカリ量（kg/㎥）Rm  

Rm＝（単位混和剤量 kg/㎥）×（混和剤中の全アルカリ量：％/100） 
④ =Rm 

  

流動化剤を添加する場合は、コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量（kg/

㎥）Rpt） 

Rp＝（単位流動化剤量 kg/㎥）×（流動化剤中の全アルカリ量：％/100） 

⑤ =Rp 

  

コンクリート中の安定剤に含まれる全アルカリ量（㎏/ｍ3）Rru） ⑥ =Rr   

コンクリート中のアルカリ総量（kg/㎥）Rt 

Rt＝①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥ 
Rt 

3.0kg/㎥ 

以下 

 

適・否 
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(※)「アルカリシリカ反応抑制対策の方法」に関しては、【アルカリシリカ反応抑制対策(土木構造物)実施要領】により必要な書類

を添付する。 

 
 

(参考)JIS A 5308 付属書 Bアルカリシリカ反応抑制対策の方法(抜粋) 

 

B.4 アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策の方法 

a)混合セメントを使用する場合は、JIS R 5211 に適合する高炉セメント B種若しくは高炉セメントＣ種、または JIS R 

5213 に適合するフライアッシュセメント B種若しくはフライアッシュセメントＣ種を用いる。ただし、高炉セメント B

種の高炉スラグの分量(質量分率%)は 40%以上、フライアッシュセメント B種のフライアッシュの分量(質量分率%)は 15%

以上でなければならない。 

b)高炉スラグ微粉末又はフライアッシュを混和材として使用する場合は、併用するポルトランドセメントとの組合せにお

いて、アルカリシリカ反応抑制効果があると確認された単位量で用いる。 

 

表 B.1 アルカリシリカ反応抑制対策の方法及び記号 

抑制対策の方法 記号 

コンクリート中のアルカリ総量の規制 AL(kg/㎥)a） 

混合セメント(高炉セメント B種)の使用 BB 

混合セメント(高炉セメント C種)の使用 BC 

混合セメント(フライアッシュセメント B種)の使用 FB 

混合セメント(フライアッシュセメント C種)の使用 FC 

混和材(高炉スラグ微粉末)の使用 B(%)b） 

混和材(フライアッシュ)の使用 F(%)b） 

安全と認められる骨材の使用 A 

注 a）AL の後の括弧内は、計算されたアルカリ総量を小数点以下 1桁に丸めて記入する。 

b）B 又は Fの後の括弧内は、結合材量に対する混和材量の割合を小数点以下 1桁に丸めて記入する。 
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様式－2 

配合計算書 

計 算 条 件 記号名 計 算 方 法 

(1）配合強度（m）を求める 

 

ｍ≧ＳＬ＋2.5σ 

ＳＬ＝呼び強度 

※σ＝標準偏差 

（N/㎟） 

※当工場の実績による 

〇＋2.5×〇＝〇〇N/㎟ 

(2）水セメント比（ｗ／ｃ）を求める当

工場実験式 

ｍ＝〇＋〇×ｃ／ｗ 

ｍ＝配合強度 

ｃ/ｗ＝セメント水比 

ｗ/ｃ＝1 

ｃ／ｗ 

ｗ／ｃ＝1×100％ 

 

故にｗ／ｃ＝  ％とする 

(3）単位水量（w）及び粗骨材の絶対容積

（GV）を求める 

当工場の実績による 

水セメント比（w/c） ％ 

スランプ  cm 

粗骨材の最大寸法  mm 

 

W＝  kg/㎥ 

GV＝  ℓ/㎥ 

(4）単位セメント量（C）を求める 

C＝W 

w/c×1/100 

W＝単位水量 

w/c＝水セメント比 
C＝  kg/㎥ 

(5）細骨材の絶対容積（SV）を求める 

SV＝1000－(W＋C/cρ＋GV＋A/100×

1000） 

cρ＝セメントの密度 

A＝空気量 
SV＝1000－( + / + + /100×1000) 

＝ ℓ/㎥ 

(6）単位骨材量（G）（S）を求める 

GV×Gρ 

SV×Sρ 

G＝単位粗骨材量 

S＝単位細骨材量 

Gρ＝粗骨材の密度 

Sρ＝細骨材の密度 

G＝ × ＝ kg/㎥ 

S＝ × ＝ kg/㎥ 

(7）細骨材率（S/a）を求める 

S/a＝SV/(SV＋GV)×lOO 

 
S/a＝ / ( ＋ )×100％ 

(8）単位混和剤量を求める 

混入割合は単位セメント量に対して％と

する 

使用混和剤名 

AE 剤 

AE 減水剤 

混和剤＝ × ＝ kg/㎥ 

(9）単位混和材量を求める 

混和割合は単位セメント量に対して％と

する 

使用混和材名 

混和材＝ × ＝ kg/㎥ 

(10）配合表 

呼び強度 

 

（SL） 

スランプ 

 

（cm） 

粗骨材の 

最大寸法 

（mm） 

空気量 

 

（％） 

水セメ 

ント比 

(％) 

細骨材率 

 

（％） 

単位量（kg/㎥） 

セメント 

(C) 

水 

(W) 

細骨材 

(S) 

粗骨材 

(G） 

混和剤 

() 

混和材 

() 
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様式－3 

骨材試験成績表 

年  月  日 

種類 

項目 
細骨材 粗骨材 粗骨材 ふるい分試験（通過率％） 

品種産地 
   品種 

ふるい(㎜) 
細骨材 

粗骨材 

（25） 

粗骨材 

（40） 

最 大 寸 法  （ｍｍ） 5 25 40 50    

絶 乾 密 度 （ ｇ / ㎤ ）     40    

表 乾 密 度 （ ｇ / ㎤ ）     30    

吸 水 率 （ ％ ）    25    

単 位 容 積 質 量 （ kg/ ℓ）     20    

実 積 率 （ ％ ）    15    

微 粒 分 量 （ ％ ）     10    

有 機 不 純 物     5    

粘 土 塊 量 （ ％ ）     2.5    

塩化物量（NaCl）（％）     1.2    

    0.6    

    0.3    

安 定 性 （ ％ ）    0.15    

す り へ り 減 量 （ ％ ）     粗粒率（F・M）    

 

粒度曲線 

 
ふるいの呼び寸法（㎜） 

 

 

 

注ふるいの呼び寸法は、それぞれ JISZ8801 に規定する網ふるい 53mm、37.5mm、31.5mm、26.5mm、19mm、16mm、9.5mm、

4.75mm、2.36mm、1.18 ㎜、600μm、300μm、及び 150μmである。 

 

 
試験担当者氏名 
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様式－4 

レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書 

 
（発注者名）様 

工事名称 

（受注者名） 

指定事項 

呼び方 

コンクリート

の種類による

記号 

呼び強度 スランプ 粗骨材の最大寸法 
セメントの種類に

よる記号 

  cm ㎜  

指定事項  

 

試験成績 

供試体 

番号 

採取 

月日 

試験 

月日 

材令 

(日) 

ｽﾗﾝﾌﾟ 

（cm） 

空気量 

（％） 

供試体寸法 

（cm） 

最大荷重 

（KN） 

強度 

（N/㎟） 

平均強度 

（N/㎟） 

養生 

方法 

         

（σ28） 

σ7 

 

    

    

         

σ28 

 

    

    

記事打設箇所 

 試験担当者氏名  

注：試験方法は JIS A l108 による。 

(1)供試体によるコンクリートの圧縮強度試験は、構造物の重要度と工事の規模に応じて 20 ㎥～150 ㎥ごとに
1 回行う。供試体は打設場所で採取し、１回につき 6個（σ7…3個、σ28…3個）とする。 
ただし、小規模工種でコンクリートの使用量が 1 工種 50 ㎥未満の場合には、（3）により試験に代える

ことができるものとする。 
(2)材令σ7、σ28の強度試験結果は、「レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書」（様式－4）によ

り提出するものとする。σ28未実施の場合はσ7の上段に（）書でσ28の推定値を（4）により記入するもの
とする。 

(3)1 工事のコンクリート使用量が 1 工種 50 ㎥未満の場合には、(2)に代え生コン工場に於けるσ28の強度試験
結果を「コンクリート強度試験結果報告書」（様式－5-2）により提出することができるものとする。 

(4)普通ポルトランドセメント使用の材令 7日強度より材令 28 日の強度の判定にあたっては、JIS マーク表示
認証工場の推定式を参考とするものとする。 
なお、これによりがたい場合は、次式を参考にするものとする。 
σ28＝-0.020(σ7)

2+1.96σ7‥………σ7＜15N/㎟ 
σ28＝0.96σ7＋10.4……………‥…σ7≧15N/㎟ 
高炉セメント使用の材令 7日強度より材令 28 日強度の判定にあたっては、JIS マーク表示認証工場の推定

式を参考とするものとする。 
なお、これによりがたい場合は、次式を参考にするものとする。 
σ28＝1.14σ7＋11.8……………‥‥σ7≧5N/㎟ 

(5)受注者は、σ7における試験結果を確認し、コンクリートの品質をチェックするものとする。σ7における
試験結果に疑義のある場合には、受注者、生産者及び監督員が協議を行い処置するものとする。

（別表-1「コンクリートの品質管理）から抜粋） 
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様式－5－1 

 

レディーミクストコンクリート品質管理（スランプ・空気量）報告書 
令和 年 月 日 

（発注者名）様 

 

（受注者名） 

 

工事名  

呼び方 

コンクリートの種類

による記号 
呼び強度 スランプ 粗骨材の最大寸法 

セメントの種類 

による区分 

  ｃｍ ｍｍ  

指定事項 

 

打設月日 ｽﾗﾝﾌﾟ（cm） 空気量（％） 摘要 

／ 
   

／ 
   

／ 
   

 

 試験担当者氏名 
 

 

スランプ試験 
荷卸し時に１回／日以上実施する。そのほか、構造物の重要度と工事の規模に応じて20㎥～150㎥ごと

に１回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときに実施する。 
ただし道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクストコンクリートを用いる場合は原則として全運

搬車測定を行う。 
道路橋床版の場合全運搬車試験を行うが、スランプ試験の結果が安定し良好な場合は、その後スラン

プ試験の頻度について監督員と協議し低減することができる。 
小規模工種で１工種当りの総使用量が50㎥未満の場合は、１工種１回以上。またはレディーミクスト

コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。1工種当たりの
総使用量が50m3以上の場合は、50㎥ごとに1回の試験を行う。 

 
空気量の測定 

荷卸し時に１回／日以上実施する。そのほか、構造物の重要度と工事の規模に応じて 20 ㎥～150 ㎥ご
とに１回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときに実施する。 
小規模工種で１工種当りの総使用量が 50 ㎥未満の場合は、１工種１回以上。またはレディーミクスト

コンクリート工場（JIS マーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。1工種当たりの
総使用量が 50m3以上の場合は、50 ㎥ごとに 1回の試験を行う。 

 
（別表-1「コンクリートの品質管理」から抜粋） 
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様式－5－2 

 

レディーミクストコンクリート強度試験結果報告書 
令和 年 月 日 

（受注者名）様 

 

（工場名） 

 

工事名  

呼び方 

コンクリートの種類 

による記号 
呼び強度 粗骨材の最大寸法 

セメントの種類 

による区分 

  ｍｍ  

指定事項  

検査ロット  

採取 

月日 

試験 

月日 

材令 

(日) 

供試体 

番号 

強度 

（N/㎟） 

平均強度 

（N/㎟） 
摘要 

／ ／ 

     

  

  

／ ／ 

     

  

  

／ ／ 

     

  

  

 

 試験担当者氏名 
 

注：小規模工種でコンクリートの使用量が 1工種 50 ㎥未満の場合には、様式－4 に代えこの様式により提出

することができる。 

工事に使用したものと同一ロットのレディーミクストコンクリートσ28強度試験結果を記載する。 

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。 

橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m

以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗

装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種 
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アルカリシリカ反応抑制対策（土木構造物）実施要領 

 

１適用範囲 

一般的な材料の組み合わせのコンクリートに適用する。特殊な材料を用いたコンクリートや特殊な配合の

コンクリートについては別途検討を行う。 

ただし、仮設構造物のように長期の耐久性を期待しなくともよいものは除く。 

２現場における対処の方法 

A 現場でコンクリートを製造して使用する場合 

現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、「アルカリシリカ反応抑制対策」（1）～

（3）のうちどの対策を用いるかを決めてからコンクリートを製造する。 

B レディーミクストコンクリートを購入して使用する場合 

受注者は、レディーミクストコンクリート生産者と協議して「アルカリシリカ反応抑制対策」（1）～

（3）のうちどの対策によるものを納入するかを決めそれを指定する。 

C コンクリート工場製品を使用する場合 

受注者は、プレキャスト製品を使用する場合製造業者に「アルカリシリカ反応抑制対策」（1）～

（3）のうちどの対策によっているのかを報告させ適しているものを使用する。 

３提出書類 

受注者は、施工前に３つの対策の内どの対策を取るかを別紙様式により監督員へ提出する。 

対策については、「レディーミクストコンクリート配合計画書」の「アルカリシリカ反応抑制対策の方

法」欄にも記すこと。 

なお、JIS 表示認証工場の製品で、対策が「混合セメント(高炉セメント B種)の使用」の場合には、別紙

様式 1及びセメント試験成績表の提出は省略することができる。ただし、高炉スラグの分量(質量分率%)

が 40%以上であることを確認すること。 

４確認・検査の方法 

（1）コンクリート中のアルカリ総量を抑制する場合 

ア 試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近６ケ月の最大の値（Na20 換算

値％）/100×単位セメント量（配合表示された値 kg/㎥）＋0.53×（骨材中の NaC1％）/100×（当

該単位骨材量 kg/㎥）＋混和剤中のアルカリ総量 kg/㎥が 3.0kg/㎥以下であることを計算で確かめ

る。（防錆剤等使用量の多い混和剤を用いる場合もこの式を用いて計算する。） 

イ ＡＥ剤、ＡＥ減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントの

アルカリ量だけを考えて、セメントのアルカリ量×単位セメント量が 2.5kg/㎥以下であることを確

かめればよいものとする。 

（2）抑制効果のある混合セメントを使用する場合 

ア JIS R 5211「高炉セメント」に適合する高炉セメントＢ種（スラグ混合比 40％以上）又は C 種、

もしくは JIS R 5213「フライアッシュセメント」Ｂ種（フライアッシュ混合比 15％以上）又はＣ

種であることを「セメント試験成績表」で確認する。 

イ 混和材をポルトランドセメントに混入して対策する場合には、試験等によってアルカリシリカ反

応抑制効果を確認する。 

（3）安全と認められる骨材を使用する場合  
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ア 試験の頻度は、JIS A 1145「骨材のアルカリシリカ反応試験方法（化学法）」による場合は、工

事開始前、工事中 1回/６ケ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験機関（注）で行い、試験に用

いる骨材の採取には受注者が立ち会うことを原則とする。 

イ JIS A 1146「骨材のアルカリシリカ反応試験方法（モルタルバー法）」による骨材試験の結果を

用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験機関（注）において JIS A 

1804「コンクリート生産工程管理用試験方法－骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）」

で骨材が無害であることを確認する。この場合試験に用いる骨材の採取には、受注者が立ち会うこ

とを原則とする。 

ウ フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材等の人工骨材および石灰石については、試験成績表に

よる確認を行う。 

 

注）公的機関またはこれに準じる機関（大学、都道府県の試験機関、公益法人である民間試験機関、

その他信頼に値する民間試験機関、人工骨材については製造工場の試験成績表でよい。） 

 

 

「アルカリシリカ反応抑制対策」 

アルカリシリカ反応抑制対策は、次のいずれかの方法による対策を講じなければならない。なお、

(1)(2)を優先する。 

(1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 

アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート 1 ㎥に含まれるアル

カリ総量を Na20 換算で 3.0kg 以下にする。 

(2)抑制効果のある混合セメント等の使用 

JIS R 5211「高炉セメント」に適合する高炉セメント(B 種又は C種)あるいは JIS R 5213「フ

ライアッシュセメント」に適合するフライアッシュセメント(B 種又は C種)、若しくは混和剤を

ポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリシリカ反応抑制効果の確認されたものを使用

する。 

(3)安全と認められる骨材の使用 

骨材のアルカリシリカ反応試験方法(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された

骨材を使用する。 
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別紙様式 

平成 年 月 日 

監督員様 

受注者 

アルカリシリカ反応抑制対策について 

 

標記について、今回使用するレディーミクストコンクリートは下記の対策により搬入します。 

 

記 

（1）コンクリート中のアルカリ総量の抑制 

（2）抑制効果のある混合セメント等の使用 

（3）安全と認められる骨材の使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（受注者は生産者と協議して、上記の 3つの対策の中のいずれか 1つについて確認を取る。） 

 

注）（1）の対策については、コンクリート中のアルカリ総量計算書(「レディーミクストコンクリート配合計画書」

の別表)を添付する。 

（2）の対策については、セメント試験成績表を添付する。 

（3）の対策については、骨材採取（受注者立会）状況の写真、試験結果表を添付する。 

 

※ 対策については、「レディーミクストコンクリート配合計画書」の「アルカリシリカ反応抑制対策の方法」欄

にも記すこと。なお、JIS 表示認証工場の製品で、対策が「混合セメント(高炉セメント B種)の使用」の場合

には、セメント試験成績表の提出は省略することができる。ただし、高炉スラグの分量(質量分率%)が 40%以

上であることを確認すること。 
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レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案） 
 

1.適用範囲 

本要領は、レディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法および管理基準値等を規定する

ものである。なお、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、１日当たりコンク

リート種別毎の使用量が100㎥以上施工するコンクリート工を対象とする。 

 

2.測定機器 

レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法かこれと同程度、若しくは、そ

れ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に記載させるとともに、事前に機器諸元表、

単位水量算定方法を監督職員に提出するものとする。また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を

使用することとする。 

 

3.品質の管理 

受注者は、施工現場において、打ち込み直前のレディーミクストコンクリートの単位水量を本要領に基づき測

定しなければならない。 

 

4.単位水量の管理記録 

受注者は、測定結果をその都度記録（プリント出力機能がある測定機器を使用した場合は、プリント出力）・

保管するとともに測定状況写真を撮影・保管し、監督職員等の請求があった場合は遅滞なく提示するととも

に、検査時に提出しなければならない。また、1日のコンクリート打設量は単位水量の管理シートに記載するも

のとする。 

 

5.測定頻度 

単位水量の測定頻度は、（１）及び（２）による。 

（１）２回／日（午前１回、午後１回）、又は重要なコンクリート構造物では重要度に応じて100㎥～150㎥に

１回 

（２）荷卸し時に品質の変化が認められたとき。なお、重要なコンクリート構造物とは、高さが５ｍ以上の鉄

筋コンクリート擁壁（プレキャスト製品は除く。）、内空断面が25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート

類、橋梁上・下部工（ＰＣは除く。）、トンネル及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門とするが、当該事

業において重要なコンクリート構造物と位置付けられる場合は、対象とするものとする。 

 

6.管理基準値・測定結果と対応 

（１）管理基準値 

現場で測定した単位水量の管理基準値は、次のとおりとして扱うものとする。 

区分 単位水量（kg/㎥） 

管理値 配合設計±15kg/㎥ 

指示値 配合設計±20kg/㎥ 

注）示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20～25mmの場合は175kg/㎥、40mm 

の場合は165kg/㎥を基本とする。 

（２）測定結果と対応 

ａ管理値内の場合 

測定した単位水量が管理値内の場合は、そのまま打設してよい。 

ｂ管理値を超え、指示値内の場合 

測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、そのまま施工してよいが、受注者は、水量変動の

原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければならない。 

その後、管理値内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行うこととする。 

なお、「管理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値を観測することをいう。 

ｃ指示値を超える場合 

測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせるとともに、受注者は

水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。 

その後、単位水量が管理値内になるまで全運搬車の測定を行う。 

なお、管理値または指示値を超える場合は１回に限り試験を実施することができる。再試験を実施し

た場合は２回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さいほうの値で評価して良い。 
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セメントコンクリート製品取扱基準 
 

１．適 用 範 囲 

この基準は土木共通仕様書第２編第２章第７節セメントコンクリート製品に掲げるJIS製品の

他、JIS製品以外のセメントコンクリート製品に適用する。 

 

２．セメントコンクリート 

JIS規格製品及びJIS規格外製品それぞれの品質規定の他、「コンクリート耐久性向上」として、

次による対策を講じた製品でなければならない。 

（１）コンクリート中の塩化物総量規制 

ア 鉄筋コンクリート製品（鉄網を含む）に適用する。 

イ 塩化物総量規制値 

全塩化物イオンは、0.30㎏／m3（Cl重量） 

ウ 塩化物総量測定 

製造工場が定期的に行う社内測定による。 

エ 測定記録の審査 

監督員の材料承認及び材料検査における製造管理データの審査において測定結果を確認す

る。 

オ 測定器具及び測定方法 

（ア）器具は「（財）国土開発技術研究センター」の評価をうけたものとする。 

（イ）測定方法は「まだ固まらないコンクリートの資料採取方法（JIS A 1115）」により採取し、資料を

充分撹拌し、測定の必要量を採分して３回測定した平均値を求める。 

（ウ）含有量の計算 

使用器具の仕様による含有量を求める。 

（エ）測定結果の記録 

測定結果の記録は材料承認及び材料検査資料に添付しなければならない。 

（２）アルカリシリカ反応抑制対策 

ア コンクリート製品全般に適用する。 

イ 抑制対策は次のいずれか１つの方法による対策を講じなければならない。 

（ア）コンクリート中のアルカリ総量を抑制する場合 

ａ 試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近６ヶ月の最大の値（Na2O換算

値％）／100×単位セメント量（配合表に示された値㎏／m3）＋0.53×（骨材中のNaCl％）／100×

（当該単位骨材量㎏／m3）＋混和剤中のアルカリ総量が3.0㎏／m3以下であることを計算で確かめる。 

（防錆剤等多い混和剤を用いる場合も同じ） 

ｂ ＡＥ剤、ＡＥ減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントのア

ルカリ量だけを考えて、セメントのアルカリ量×単位セメント量が2.5㎏／m3以下であることを確かめ

ればよいものとする。 

（イ）抑制効果のある混合セメントを使用する場合 

ａ JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメントＢ種（スラグ混合比40％以上）またはＣ種、もし

くはJIS R 5213 フライアッシュセメントＢ種（フライアッシュ混合比15％以上）またはＣ

種であることを「セメント試験成績表」で確認する。 
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ｂ 混和材をポルトランドセメントに混入して対策する場合には、試験等によってアルカリ骨

材反応抑制効果の確認されたもの。 

（ウ）安全と認められる骨材を使用する場合 

ａ 試験の頻度は、JIS A 1145「骨材のアルカリシリカ反応試験方法（化学法）」による場合は、

工事開始前、工事中１回/６ヶ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験機関で行い、

試験に用いる骨材の採取には受注者が立ち会うことを原則とする。 

ｂ JIS A 1146「骨材のアルカリシリカ反応試験方法（モルタルバー法）」による骨材試験の結果

を用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験機関においてJIS 

A 1804「コンクリート生産工程管理用試験方法－骨材のアルカリシリカ反応試験方法（迅

速法）」で骨材が無害であることを確認する。この場合試験に用いる骨材の採取には、受注

者が立ち会うことを原則とする。 

ｃ フェロニッケル骨材、銅スラグ骨材等の人工骨材および石灰石については、試験成績表に

よる確認を行う。 

（注）公的機関またはこれに準ずる機関（大学、都道府県の試験機関、公益法人である民間試験

機関、その他信頼に値する民間試験機関、人工骨材については製造工場の試験成績表） 

（３）対策の確認 

受注者及び監督員は、抑制対策について資料により確認を行い、確認困難なものは使用してはな

らない。 

 

３．製品検査等手続（申請～承認） 

（１）検査対象 

ア プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロック 

（JIS表示認定工場の製造するJIS A 5371－附属書５の規格品を除く） 

イ Ｕ型側溝用溝蓋 

（JIS表示認定工場の製造するJIS A 5345の規格品を除く） 

ウ Ｉ型コンクリートブロック 

エ プレキャスト無筋コンクリート製品道路用境界ブロック 

（JIS表示認定工場の製造するJIS A 5371－附属書４の規格品を除く） 

オ インターロッキングブロック 

（２）検査申請 

ア 各土木事務所管内に製造工場をもつ事業所より年度当初に所轄土木事務所宛申請するもの

とする。 

なお、年度途中において新規に製造する製品の検査申請もこれに準じ申請するものとする。 

イ 申請書は「セメントコンクリート製品使用承認申請書」（様式－１）による。 

（３）検査結果 

ア 検査測定の結果、各検査項目が規格値及び合格判定値に適合する場合は、「セメントコンク

リート製品検査結果について（通知）」（様式－２）および「検査資料」並びに「製品検査立会

記録」（様式－３）を申請者に送付する。 

合格したセメントコンクリート製品の有効期限は１年間とし通年とする。ただし、新規等で

年度途中に合格した場合の有効期限は翌年度当初検査時までとする。 

イ 土木事務所職員には、材料承認審査用の資料として「セメントコンクリート製品検査結果に

ついて（通知）」及び「製品検査立会記録」を配布する。 
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ウ 管内市町村には参考資料として「セメントコンクリート製品検査結果について（通知）」及

び「検査資料」並びに「製品検査立会記録」を送付する。 

エ 申請者は、土木事務所管内特設事務所長及び隣接土木事務所長に対しては、「セメントコン

クリート製品検査結果について（通知）」及び「検査資料」並びに「製品検査立会記録」を提

出して材料使用承認を得るものとする。 

（４）請負契約に係る材料承認書添付 

発注者が工事受注者に材料使用承認書として提出を求める「資料」は次による。 

ア プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロック及びⅠ型ブロック 

①セメントコンクリート製品検査結果について（通知） 様式－２ 

②プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロックの品質規格について 

 様式－４ 

〔製品検査表（）月度〕 様式－４－２ 

③製品検査立会記録 様式－３ 

イ Ｕ型側溝用溝蓋 

①セメントコンクリート製品検査結果について（通知） 様式－２ 

②鉄筋コンクリート溝蓋の品質規格について 様式－10 

〔製品検査表〕 様式－10－２ 

③製品検査立会記録 様式－３ 

ウ プレキャスト無筋コンクリート製品道路用境界ブロック  

①セメントコンクリート製品検査結果について（通知） 様式－２ 

②プレキャスト無筋コンクリート製品道路用境界ブロックの品質規格について 

 様式－15 

〔製品検査表〕 様式－16 

③製品検査立会記録 様式－３ 

エ インターロッキングブロック  

①セメントコンクリート製品検査結果について（通知） 様式－２ 

②インターロッキングブロック 

〔製品検査表〕 様式－17 

 様式－17－２ 

③製品検査立会記録 様式－３ 
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様式－１ 

令和 年 月 日 
 
 
 
 

事務所（局）長様 
 

 
 
 
  住所 

   申請者 事業所名  

  代表者 
 

 
 
 
 

セメントコンクリート製品使用承認申請書 
 
 
 
下記工事用材料について、平成 年度において使用していただきたく、関係書類を添えて申請しま

す。 
 
 

 
１.品 名 イ）プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロック 

（除・JISA5371－附属書５） 

ロ）Ｕ型側溝溝蓋（除・JISA5345） 

ハ）Ｉ型コンクリートブロック 

ニ）プレキャスト無筋コンクリート製品道路用境界ブロック 

（除・JISA5371－附属書４） 

ホ）インターロッキングブロック 
 

 

２.製作場所 所在地 

 工場名 
 
 

３.資料 

 

１）製品使用承認申請書（申請書、測定記録表等） 

 ２）製品規格図 

３）製造工程図 

４）材料試験表（セメント、骨材、混和材） 

５）示方配合表 

６）製品体積計算書（含胴込量算出基礎） 

７）積みブロック製造管理士認定書（写・代表１名） 
 

 
☆該当項目記号を○印でかこむこと。 
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様式－２ 

〇〇第号 

令和 年 月 日 
 
 
 

 
様 

 
 

○○土木事務所長 
 
 
 
 
 
 

セメントコンクリート製品検査結果について（通知） 
 
 
 

令和 年 月 日付け提出のあったセメントコンクリート製品については、静岡県が定める

「セメントコンクリート製品取扱基準」の品質規格等に適合するので通知します。 
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製   品   名 規      格 立 会 年 月 日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

様式－３ 

製品検査立会記録 
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４．品目別製品検査 

（１）プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロック 

ア）適用範囲 

プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロック（以下「積みブロック」という）を使用する

場合には、この取扱基準によるほかJIS A 5371－附属書５積みブロックによるものとする。 

イ）積みブロックの形状寸法及び品質 

積みブロックの形状は、長方形とし、その寸法及び品質は表－１に示すものとする。 

 

表－１ 

ブ ロ ッ ク

の 
控長 

１㎡当り 
表乾重量 

１㎡当り個数 JIS A 1107による 
圧縮強度 

寸法の許容差 

面 控 

350㎜ 350㎏以上 11個以内 18N／以上 ±３ ±５ 

 

ウ）積みブロックの製品検査 

（１）JIS規格品で、JIS指定工場の検査に合格した製品にあっては、積みブロックの使用にあ

たり品質規格証明書（様式－4）を提出して検査に代えるものとする。 

（２）JIS規格品にあっても、JIS指定工場以外の工場の製品にあっては、年度当初に次に掲げ

る資料を提出させ、土木事務所検査員立会の上、JIS A 5371－附属書５積みブロックに規

定する検査を行い形状、寸法、品質を確認するものとする。 

イ、製造工程図ロ、製品規格図ハ、材料試験表（セメント・骨材・混和材） 

ニ、製品検査成績表ホ、コンクリート配合設計書 

ヘ、胴込コンクリート量の算定基礎 

エ）検査方法 

 

１．検査立会い日までに申請者が準備し、測定するもの。 

（１）出荷材令に達している製品1,000個（在庫製品1,000個未満の場合は在庫全数を対象）より５

個抽出する。 

（２）（１）による５個のうち２個について、形状寸法、外観、質量、シュミットハンマー反発強度

の検査を申請者が行う。残り３個は検査立会い日まで室内に保管する。 

イ．形状寸法及び外観検査 

形状寸法測定結果及び外観目視結果を「検査記録（様式－６及び８）」に記入する。 

ロ．気乾状態シュミットハンマー反発強度測定 

合端４面を６㎝間隔で20点測定し「反発強度測定記録（様式－７）」の気乾欄に記入する。 

ハ．質量検査 

表乾状態でブロック１個当り重量を測定し「検査記録（様式－６及び８）」に記入する。 

※表乾状態：20±゚２℃の水中に24時間浸水し吸水性の布で水膜をぬぐいさる。 

ニ．表乾状態シュミットハンマー反発強度測定 

気乾状態シュミット測定位置と異なる中間点20点を測定し「反発強度測定記録（様式－

７）」 

の表乾欄に記入する。 

ホ．圧縮強度試験用コア採取 

気乾状態シュミット測定後、検査立会日までにJIS1107によりコアを採取し、キャッピン 

グまたは、端面を研磨し立会検査に備える。 
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出荷材令の製品 
５個抽出 

工場測定２個 立会測定３個 

外観、形状寸法

測定 
外観、形状寸法 

気乾シュミット

強度測定 

表乾質量測定 

表乾シュミット

強度測定 

コア採取及びキャッピング 
または端面研磨 

圧縮強度立会測定 

外観、形状寸法 
５ケ全部の測定結果により質量 
の合格判定 

圧縮強度 
（１）Ｘ≧18N／ 
（２）Ｘ

―

≧18＋1.5σ により合格 
判定 

浸水（±20℃）24h 

２．検査立会い日に測定検査を行うもの 

（１）１．（２）により室内に保管してある３個について、形状寸法、外観検査を行う。 

イ．形状寸法測定結果及び、外観目視結果を「検査記録（様式－６及び８）」に記入する。 

※申請者が予め測定した２個と立会検査の３個の計５個により合格判定を行う。 

ａ．５個全部が規格値の範囲内の場合、合格とする。 

ｂ．１個でも規格値を越えた場合は不合格とする。 

（２）圧縮強度測定 

１．ホにより採取されたコアによる圧縮強度試験を行う。 

※合格判定値は次式により行う。 

１．Ｘ≧18N／㎜ 2（規格値） 

２．‾Ｘ≧18＋1．5σ（２個の平均、合格判定値） σ：ロットの標準偏差 

３．積みブロックの検査手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

オ）使用材料の承認 

請負者は、積みブロックを使用する場合には、当該工場の品質規格証明書（様式－４）を提

出し承認を得なければならない。 

カ）現場受入れ試験 

請負者は、現場に搬入された積みブロックの1000個又はその端数を１ロットとして、形状寸法

及びコンクリートテストハンマーによる圧縮強度（気乾状態）を測定し、コンクリートテスト
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ハンマーによる強度試験結果表（レディーミクストコンクリート取扱基準様式８）により監

督員に報告するものとする。 

（注）寸法の許容値は部材名欄に記入する。 

キ）試験方法及合格判定値 

（１）形状寸法 

１ロットから無作為に抽出した２個を測定し、２個とも表－１の許容量を満足しなければ

ならない。 

（２）圧縮強度 

（イ）コンクリートテストハンマーによる圧縮強度の測定は、形状寸法を測定したブロッ

クで行い、ブロックの合端を１面５点づつ垂直下向（－90）゚で20点打撃し、その平均

値を、コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表の反発硬度の平均値（Ｒ）

として圧縮強度に換算して判定する。 

（ロ）１ロット任意の２個の個々の測定値は、18N／㎜ 2とし、かつその２個の平均値が次の

式を満足しなければならない。 

Ｘ≧ＳＬ＋1.5σここにＸ：２個の測定値の平均値（N／㎜2） 

ＳＬ：規格値の下限（18N／㎜2） 

σ：品質規格証明書に記載されているロットの標準偏差（N／㎜2） 

上記に適合しない場合には、その試料をJIS A 1107「コンクリートからのコア及びはりの切取

り方法及び強度試験方法」の試験を行い、を満足しなければならない。 
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様式－４ 

 年 月 日 
 
 

受注者 様 
 
 

会社名 
 
 
 

プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロックの品質規格について（報告） 
 

下記工事用として納入する当社製品の品質規格は、社内検査の結果、別紙「製品検査表」のとお

り、セメントコンクリート製品取扱基準及びJISA5371－附属書５積みブロックの品質規格に適合し

ています。 
 

 
記 

 
 
１.工 事 名 称 

 

 
 
 
 
 
 
２.工 事 箇 所 

 

 
 
 
 
 
 
３.製 品 名 称 

 

規 格 寸 法 

 

納 入 数 量 

 

製 造 工 場 住 所 

 

JIS表示許可番号 

 

品質管理担当者 

 

電 話 番 号 
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様式４－２ 
 

 

 

製 品 検 査 表（ 月 度 ） 
 
 
１.示方配合（設計基準強度 N／㎜2）（配合強度 N／㎜2） 

検査担当者氏名 

 

Ｇmax 

（㎜） 
SL 

（㎝） 
Ａir 

（％） 
Ｗ／Ｃ

（％） 
Ｓ／ａ 

（％） 

単位量（㎏／ｍ3） 

Ｗ Ｃ Ｓ Ｇ 混 

          

２.原材料の品質 

項目

材料 
種 類 密 度 

項目

材料 
産 地 Ｆ・Ｍ 密 度 吸 水 量

（ ％ ） 
単 質 

（㎏／l） 
微粒分量

（ ％ ） 有 機 物 

セメント   細骨材        

混和剤   粗骨材       － 

アルカリ骨材反応抑制方法及び算定結果  

３.製品検査（製造日： 年 月 日） （検査日： 年 月 日） 

項

目 

№ 

 
 
外観 

寸法（㎜）  製品略図 

 

 面 控 

（ｒ） 幅（ａ） 高（ｂ） 

１      

２      

３      

４      

５      

Ｘ
―

      

判定値 良 ±３ ±５  

 

項

目 

№ 

強さ（材令 日） 合 

・ 

否 

平 米 当 り 個 数 （ヶ／㎡） 

供 試 体 

φ ×ｈ 

（㎜） 

荷重 

（N） 
強度 

（N／㎜2） 

１ 当 り 体 積 （ｍ3／ヶ） 

１ 当 り 質 量 （㎏／ヶ） 

１     胴込コンクリート量  （ｍ3／㎡） 

２     出 荷 材 令 （日） 

Ｘ
―

     ロットの標準偏差（σ） （N／㎜2） 

判定値 － 
Ｘ≧18 

Ｘ
―

≧18＋1.5σ＝ 
－ 体積、質量、胴込量は理論上の数値です。 

 

 



 

 

 

そ
の
他
管

理
基
準

等
-
4
4
 

様式－５ 

プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロック規格検査一覧表（非JIS工場のみ） 

 
事 業 所 名 称 

製法 

寸法 
ブロック１個 
当り表乾重量 

㎏

シュミットハンマーによる測定 
 

JIS A 1107 

による圧縮強度 
 

摘 要 
工 場 名 面㎜ 

控㎜ シュミット 

番号 打撃位置 測定 

年月日 材令日 反発強度 

測 定 値 
反発強度 

規 格 値 所 在 地 高 幅 

 

 

設計値 設計値 設計値 社内規格値 
 

 

気乾 

. . . 
   

 Ｉ型コンクリートブロッ 

クを含む 
        

測定値 測定値 測定値 測定値  表乾 
. . . 

   
 

         
・調査方法 

１.セメントコンクリート製品取扱基準のプレキャスト無筋コンクリート製品積みブロックによる。 

２.作業手順、測定位置、方法、単位等は、下記要領および図面参照のこと。 

・作業手順 

１.積みブロック３個抽出（出荷材令１日前の製品）……………………………………………………………………（要写真）製造日が判定できるもの 

２.寸法（高・幅）㎜単位……………………………………………………………………………………………………（要写真） 

３.気乾質量㎏単位で単位１位 

４.気乾シュミット（所定箇所各面５点） 

５.水中24時間 

６.水中質量㎏単位で単位以下３位…………………………………………………………………………………………（要写真）気乾・表乾・水中・密度をまとめたもの 

７.表乾質量㎏単位で単位以下３位…………………………………………………………………………………………（要写真） 〃 〃 

８.表乾シュミット（気乾測定時と同方法）………………………………………………………………………………（要写真）気乾・表乾それぞれの平均値（１位迄）をまとめたもの 

９.コア切取り………………………………………………………………………………………………………………（要写真）切り取った状態が判明できるもの 

10.強度試験（10×20－３本のコア寸法・質量キャッピング前に測定）（Ｎ／㎜2）…………………………………（要写真） 

・寸法・圧縮強度測定位置参考図 

１.形状・寸法 ２.シュミットハンマー打撃位置 

 

 

   高：３ケ所（１.２.３）の平均      気乾：各面５点 

   幅：３ケ所（Ａ.Ｂ.Ｃ）の平均      表乾：各面５点 

   控：１ケ所        各点とも３㎝以上離して、マジックで位置を表示する。 
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様式－６ 

プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロック検査記録 
 

事 業 所 名  

工 場 名  

所 在 地     都道府県    郡   市町村 

検 査 年 月 日     年   月   日 

製 法 ・ 寸 法  

締 固 め 方 法  

養 生 方 法 

及 び 

出 荷 材 令 

初 期 養 生 湿 潤 養 生 出 荷 材 令 

   

製 品 品 質 
 

管 理 状 況 

ロ ッ ト 区 分 外 観 寸 法 質 量 強 度 

 ケ ケ ケ ケ 

製 品 検 査 用 
 

設 備 状 況 
 

製 造 設 備 状 況  

型 枠 保 有 状 況  

生 産 能 力 日産個・月産個 

 

備 考 

 

 



 

その他取扱基準等－46 

 

１.事 業 所 名 称 ・ 工 場 名  
２.シュミットハンマー機種番号  
３.測 定 者 名  
４.反 発 強 度 測 定  
基 準 ブ ロ ッ ク № １ ２ ３ 
打 撃 位 置 気乾 表乾 気乾 表乾 気乾 表乾 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

      

計       
平 均 値       

総平均気乾(Ｒ１)＝( )・表乾(Ｒ１)＝( ) 
５.規 格 値 
ａ.試験強度JISA1108に相応する反発強度 Ｒ２＝( )
ｂ.圧縮強度18N／に相応する反発強度 Ｒｓ＝(25.1)ｃ.規
格値となる反発強度 

気乾(ＲＬ)＝ＲＳ(25.1)×[Ｒ１( )÷Ｒ２( )]＝( )
表乾(ＲＬ)＝ＲＳ(25.1)×[Ｒ１( )÷Ｒ２( )]＝( ) 

６.備 考   

 

様式－７ 
 

反発強度測定記録 
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様式－８ 

製 品 検 査 記 録 
 

（１）形状寸法検査単位㎜ 

№ 面 
控 

合否 
高 幅 

１ 

 
 
 
 

平均 

 
 
 
 

平均 

 
 
 
 

平均 

 

   

２ 

 
 
 
 

平均 

 
 
 
 

平均 

 
 
 
 

平均 

 

   

３ 

 
 
 
 

平均 

 
 
 
 

平均 

 
 
 
 

平均 

 

   
Ｘ     
判定値 面…±３ 11以内／㎡ 控…±５ 

 

 

（２）質量・比重検査 
№ 気乾㎏ 表乾㎏ 水中㎏ 表－水㎏ 密 度 ヶ／㎡ 表 乾 １ ㎡ 当 合否 
１ 

２ 

３ 

Ｘ 

        

       
判定値 密度…2.30以上 ヶ／㎡…11以内／㎡ 表乾１㎡…350㎏以上 

 

 

（３）圧縮強度試験 

№ 高 Ｈ 

㎝ 

直 径 Ｄ 

㎝ 

面 積 Ａ 

㎝ 

質 量 

㎏ 

荷 重 

Ｎ 

強 度 

N／㎜2 

 
合否 

１ 

２ 

３ 

Ｘ 

 
 
 
 

＝ 

 
 
 
 

＝ 

 
 
 
 

＝ 

 
 
 
 

＝ 

 
 
 
 

＝ 

   

 
判定値 強度…18N／㎜2 
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様式－９ 
 

 

 

製 品 検 査 表 
 
１.示方配合（設計基準強度 N／㎜2）（配合強度 N／㎜2） 

検査担当者氏名 

 

Ｇmax 

（㎜） SL（㎝） 
Ａir 

（％） 
Ｗ／Ｃ

（％） 

Ｓ／ａ 

（％） 

単位量（㎏／） 

Ｗ Ｃ Ｓ Ｇ 混 

          

２.原材料の品質 

項目

材料 
種 類 密 度 

項目

材料 
産 地 Ｆ・Ｍ 密 度 吸 水 量

（ ％ ） 
単 ・ 質

（㎏／l） 
微粒分量

（ ％ ） 有 機 物 

セメント   細骨材        

混和剤   粗骨材       － 

アルカリ骨材反応抑制方法及び算定結果  

３.製品検査（製造日：平成 年 月 日） （検査日：平成 年 月 日） 

項

目 

№ 

 
 
外観 

寸法（㎜）  製品略図 
 

 面 控 

（ｒ） 幅（ａ） 高（ｂ） 

１      

２      

３      

４      

５      

Ｘ
―

      

判定値 良 ±３ ±５  

 

項

目 

№ 

強さ（材令 日） 合 

・ 

否 

平 米 当 り 個 数 （ヶ／㎡） 

供 試 体 

φ ×ｈ 

（㎜） 

荷重 

（N） 
強度 

（N／㎜2） 

１ 当 り 体 積 （ｍ3／ヶ） 

１ 当 り 質 量 （㎏／ヶ） 

１     胴込コンクリート量 （ｍ3／㎡） 

２     出 荷 材 令 （日） 

Ｘ
―

     ロットの標準偏差（σ） （N／㎜2） 

判定値 － 
Ｘ≧18 

Ｘ
―

≧18＋1.5σ＝ 
 
－ 体積、質量、胴込量は理論上の数値です。 
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（２）Ｉ型ブロック 

（１）プレキャスト無筋コンクリート製品積みブロックに準じる。 

（３）Ｕ型側溝用溝蓋 

ア）適用範囲 

鉄筋コンクリート溝蓋を使用する場合には、この取扱基準によるほかJIS A 5345「道路用鉄筋

コンクリート側溝」によるものとする。 

イ）種類及び形状寸法 

建設省制定土木構造物標準設計１（１－８、１－９）による。（別紙参照） 

ウ）品質 

（１）コンクリートの強度 

コンクリートの設計基準強度は、δck＝24N／㎜ 2とし、標準養生による供試体の圧縮強度

試験結果は、これを下回ってはならない。 

（２）曲げ強度 

溝蓋は、JIS A 5345に規定する曲げ試験を行った場合、表－１に示す規格値を下回っては

ならない。 

 

表－１ 

名 称 スパンＬ 
（㎜） 

曲げ強さ荷重（kN） 

C1 型 C2 型 

Ｕ 型 側 溝

用 溝 蓋 

Ｂ300 365 51.0 60.8 

Ｂ400 465 40.2 56.9 

Ｂ500 565 32.4 53.0 

Ｂ600 665 27.5 － 

Ｂ700 765 24.5 － 
 

（３）寸法の許容差 

溝蓋の寸法の許容差は表－２のとおりとする。 

 

表－２単位：㎜ 

許容差 
長さ、幅 厚さ 

±３ ±３ 
 

エ）溝蓋の製品検査 

年度当初に製造工場に対し、JIS A 5345「道路用鉄筋コンクリート側溝」の⑤、⑥に規定する

材料及び製造に関する試料を提出させ、土木事務所検査員立会の上、同⑧による外観、形状、

寸法、曲げ、強さ及び配筋について検査を行い、形状、寸法、品質を確認するものとする。 
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オ）検査方法 

 

Ｕ型側溝用溝蓋の検査は、出荷材令に達している製品1,000枚（在庫製品1,000枚未満の場合は在庫

全数を対象）より５枚を抽出し、JIS A 5345に準じて、外観、形状、寸法、曲げ強さ及び配筋について

行う。 

１．外観検査 

外観検査は抽出した全数を目視にて行い、結果を「鉄筋コンクリート溝蓋検査記録（様式－

11）」に記入 

２．形状及び寸法検査 

形状及び寸法検査は、抽出された５枚の内から２枚について行い、「鉄筋コンクリート溝蓋検査

記録（様式－11）」に記入 

３．圧縮強度試験 

圧縮強度試験は、抽出された５枚の内から２枚について行い、「反発強度測定記録（様式－12）」

に記入 

※圧縮強度車道用24N／㎜ 2 

歩道用24N／㎜ 2 

上記を満足しない場合は、JIS A 5345、８．４に規定する試験を行い合否を判定する。 

４．曲げ強さ（３の試験が満足されない場合行う。） 

曲げ強さは、抽出された５枚の内から２枚について行い、「鉄筋コンクリート溝蓋検査一覧表

（様 

式－13）」に記入 

５．配筋 

配筋の検査は、検査したものの内から2枚について、コンクリート部分を壊し、鉄筋を露出させて 

行う。「製品検査表（様式－14）」に記入 

 

カ）使用材料の承諾 

受注者は、溝蓋を使用する場合には、当該工場の品質規格証明書（様式－10）を提出し、承諾

を得なければならない。 

キ）現場の受け入れ試験 

受注者は、現場に搬入された溝蓋の1,000枚またはその端数を２枚１組みとして、形状寸法

及びコンクリートテストハンマーによる圧縮強度を測定し、その結果を監督員に報告しな

ければならない。 

ク）合否の判定 

強度等に疑義のある場合には、受注者、生産者及び監督員が協議し、JIS A 5345に規定する検

査を実施しその合否を判定するものとする。 

ケ）この基準によりがたい場合（在来の側溝等）は厚さで調節する。この場合下面のカブリを増

すこととし、配筋は、この基準によるものとする。 

コ）表示 

溝蓋には次の事項を表示しなければならない。 

（１）種類及び呼び名 

（２）製造業者名またはその略号 

（３）製造工場名またはその略号 

（４）製造年月日またはその略号 
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（別紙） 

１－８Ｃ１型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ１型（場所打ちＵ型側こうぶた）寸法および材料表 
 

記号 

寸法表（㎜） 材料表（１枚当り） 

摘要 
ｂ３ ｈ２ 

コンク 

リート

（m3） 

型枠

（㎡） 

（Ｒ１）鉄筋Ｄ13 （Ｒ２）鉄筋Ｄ13 鉄筋重量

（㎏） 
重量

（㎏） 長さ 本数 長さ 本数 

Ｃ１－Ｂ300 430 100 0.021 0.186 ４ 400 ４ 430 3.303 53  
Ｃ１－Ｂ400 530 100 0.026 0.206 ４ 500 ４ 430 3.701 66  
Ｃ１－Ｂ500 630 100 0.031 0.226 ４ 600 ４ 430 4.099 78  
Ｃ１－Ｂ600 730 100 0.036 0.246 ４ 700 ４ 430 4.497 91  
Ｃ１－Ｂ700 830 100 0.041 0.266 ４ 800 ４ 430 4.895 103  

 

１－９Ｃ２型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ２型（場所打ちＵ型側こうぶた）寸法および材料表 

 

記号 

寸法表（㎜） 材料表（１枚当り） 
 

摘要 ｂ３ ｈ２ 
コンク 

リート

（m3） 

型枠

（㎡） 

（Ｒ１）鉄筋Ｄ13 （Ｒ２）鉄筋Ｄ13 
鉄筋重量

（㎏） 
重量

（㎏） 長さ 本数 長さ 本数 

Ｃ２－Ｂ300 430 110 0.023 0.205 ４ 400 ４ 430 3.303 58  
Ｃ２－Ｂ400 530 120 0.031 0.247 ４ 500 ４ 430 3.701 78  
Ｃ２－Ｂ500 630 130 0.040 0.294 ４ 600 ４ 430 4.099 101  
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様式－10 

 年 月 日 
 
 

受注者 様 
 
 

会社名 
 
 
 

鉄筋コンクリート溝蓋の品質規格について（報告） 
 

下記工事用として納入する当社製品の品質規格は、社内検査の結果、別紙「製品検査表」のとおり、

セメントコンクリート製品取扱基準及びJIS A 5345 道路用鉄筋コンクリート側溝の品質規格に適合し

ています。 
 

 
記 

 

 
１.工 事 名 称 
 

 
 
 
 
 
 
２.工 事 箇 所 
 

 
 
 
 
 
 
３.製 品 名 称 

 

 

規 格 寸 法 

 

 

納 入 数 量 

 

 

製品工場住所 

 

 

製造工場住所 

 

 
品質管理担当者 

 

 

電 話 番 号 

 



 

その他取扱基準等－53 

 

様式10－2 
 

 

製 品 検 査 表 
 
１.示方配合（設計基準強度 N／㎜2）（配合強度 N／㎜2） 

検査担当者氏名 

 

粗 骨 材 の  

最大寸法 

（㎜） 

スランプ

の範囲

（㎝） 

空気量の

範囲

（ ％ ） 

水・セメ

ント比 

Ｗ／Ｃ

（ ％ ） 

細骨材率 

Ｓ／ａ 
（ ％ ） 

単位量（㎏／ｍ3） 

水 

（Ｗ） 
セメント 

（Ｃ） 
細骨材

（ Ｓ ） 
粗骨材

（ Ｇ ） 混和剤 

ア ル カ リ 骨 材 反 応 

抑 制 方 法  
コンクリートに含まれる塩化物

量（塩化物イオンとして） ㎏／ｍ3

２.製品略図 
 

 
 
 

Ｒ２（配力鉄筋）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ１（主 鉄筋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３.製品検査 

検査日：    年  月  日 製造年月日：    年  月  日（材令日） 

 寸法（㎜） 鉄 筋 
手掛寸法（㎜） 

Ｒ1 Ｒ2 

 ｂ Ｌ ｈ 径 本数 長さ

（㎝） 
径 本数 長さ

（㎝） 
 

規 格 値    Ｄ13 ４  Ｄ13 ４   

試 料 № １    Ｄ   Ｄ    

試 料 № ２    Ｄ   Ｄ    

許 容 差 ±３ ±３ ±３ － － － － － －  

 
ひび割荷重

（kN）  
質 量

 （ ㎏

圧 縮 強 度

（N／㎜2） 
鉄筋のかぶり 

規 格 値     
Ａ Ｂ 

１ ２ ３ ４ 

試 料 № １         

試 料 № ２         

許 容 差         
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事 業 所 名 称  

工 場 名  

所 在 地     都道府県    郡   市町村 

検 査 年 月 日     年     月     日 

養 生 方 法  

製 品 管 理 試 験 状 況  

所 有 試 験 機 械  

生 産 能 力 日  産     個  ・  月  産     個 

製 造 年 月 日       年   月   日  （ 材 令     日 ） 

目 視 結 果  

形  状  寸  法 

種類 記号 番号 
寸     法 手 掛 寸 法  

１枚当 
重 量 
（ ㎏ ） 

備  考 
Ｂ (㎜) Ｌ (㎜) Ｈ (㎜) 140 ／ 100 × 20 

(㎜) 
         

         

         

         

         

鉄        筋 

記  号 番  号 
鉄  筋 （Ｒ １）  鉄  筋 （Ｒ ２）  各部の 

カブリ 
㎜ 

配 置 備 考 
径 ㎜ 本 数 長 ㎜ 径 ㎜ 本 数 長 ㎜ 

           

           

           

           

           
 

様式－11 

鉄筋コンクリート溝蓋検査記録 
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様式－12 

 

 
 

反発強度測定記録 

１.事業所名、工場名  

２.機 種 番 号  

３.測 定 者 名  

４.反 発 強 度 測 定 値 

打撃位置 １ ２  

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

計    

平 均 値    

５.規 格 値 
 

ａ.試験強度 Ｒ＝ 
 

ｂ.圧縮強度 24N／に相応する反発強度 
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事 業 所 名 工 場 名、所 在 地 種  類 記  号 型枠形式 番 号 ひ び 割 
荷 重 備  考 

        

   

        

   

        

   

        

   

        

   

        

   

        

   

        

   

 

様式－13 

 

 

鉄筋コンクリート溝蓋検査一覧表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１.本検査は、日本工業規格道路用コンクリート側溝JISA5345による。 

２.作業順序（工場製作の中から２個抽出する。） 

（１）重量 

（２）形状・寸法 

（３）ひび割れ荷重 

（４）鉄筋検査 
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様式－14 
 

 

製 品 検 査 表 
 
１.示方配合（設計基準強度 N／mm2）（配合強度 N／mm2） 

検査担当者氏名 

 

粗 骨 材 の 最

大 寸 法

（㎜） 

スランプ

の範囲

（㎝） 

空気量の

範囲

（ ％ ） 

水 ・ セ

メント比 

Ｗ／Ｃ

（ ％ ） 

細骨材率 

Ｓ／ａ 
（ ％ ） 

単位量（㎏／） 

水 

（Ｗ） 
セメント

（Ｃ） 
細骨材

（ Ｓ ） 
粗骨材

（ Ｇ ） 混和剤 

ア ル カ リ 骨 材 反 応 

抑 制 方 法  
コンクリートに含まれる塩化 

物量（塩化物イオンとして） ㎏／ｍ3

２.製品略図 
 

 
 
 

Ｒ２（配力鉄筋）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ１（主 鉄筋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３.製品検査 

検査日：    年  月  日 製造年月日：    年  月  日（材令日） 

 寸法（㎜） 鉄 筋 
手掛寸法（㎜） 

Ｒ1 Ｒ2 

 ｂ Ｌ ｈ 径 本数 長さ

（㎝） 径 本数 長さ

（㎝） 
140

×20 

100 

規 格 値    Ｄ13 ４  Ｄ13 ４   

試 料 № １    Ｄ   Ｄ    

試 料 № ２    Ｄ   Ｄ    

許 容 差 ±３ ±３ ±３ － － － － － －  

 
ひび割荷重

（kN）  
質 量

 （ ㎏

圧 縮 強 度

（N／㎜2） 
鉄筋のかぶり 

規 格 値     
Ａ Ｂ 

１ ２ ３ ４ 

試 料 № １         

試 料 № ２         

許 容 差         
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（４）プレキャスト無筋コンクリート製品道路用境界ブロック 

検査方法 

 

プレキャスト無筋コンクリート製品道路用境界ブロックの検査は、出荷材令に達している製品

1,000個（在庫製品1,000個未満の場合は、在庫全数を対象）より５個を抽出し、JISA5371－附属書４

に準じて、外観、形状寸法、及び曲げ強度について行う。 

１．外観検査 

外観検査は、抽出した全数を目視にて行い、結果を「製品検査表（様式－16）」に記入。 

２．形状及び寸法検査 

形状及び寸法の検査は、抽出された５個のうちから２個について行い、「製品検査表（様－16）」

に記入。 

許容値は下記の通り 

単位：㎜ 

 

 

 

※ブロックの寸法が1,000㎜の場合のの許容値は±５㎜とする。 

 

３．曲げ強度 

曲げ強度は、抽出された５個のうちから２個について行い「製品検査表（様式－16）」に記入。 

曲げ強度荷重は下記の通り 

 

呼び名 曲げ強さ荷重（kN） 

道 路 用 境 界 ブ ロ ッ ク 

Ａ 23 

Ｂ 40 

Ｃ 60 
４．表示 

ブロックには、次の事項を明記しなければならない。 

（１）製造業社名又はその略号 

（２）製造工場名又はその略号 

（３）製造年月日 

 

 

道 路 用 境 界 ブ ロ ッ ク 
ａ ｂ及びｈ  

±２ ±３ ±３ 
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様式－15 

 

 年 月 日 
 
 

受注者 様 
 

 
会社名 

 
 
 

プレキャスト無筋コンクリート製品道路用境界ブロックの品質規格について（報告） 
 

下記工事用として納入する当社製品の品質規格は、社内検査の結果、別紙「製品検査表」のとお

り、セメントコンクリート製品取扱基準及びJIS A 5371－附属書４プレキャスト無筋コンクリー

ト製品道路用境界ブロックの品質規格に適合しています。 
 

 
記 

 
１.工 事 名 称 
 

 
 
 
 
 
 
２.工 事 箇 所 
 

 
 
 
 
 
 
３.製 品 名 称 

 

 

規 格 寸 法 

 

 

納 入 数 量 

 

 

製品工場住所 

 

 

製造工場住所 

 

 

品質管理担当者 

 

 

電 話 番 号 
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事 業 所 名 称  
工 場 名  
所 在 地            県     郡 市     町 村 
検 査 年 月 日       年     月     日 
養 生 方 法  
製品管理試験状況  
所 有 試 験 機 械  
生 産 能 力 日  産     個  ・  月  産     個 
製 造 年 月 日       年   月   日  （ 材 令     日 ） 

形        状        寸        法 

呼 び 名 記  号 種  別 
寸          法 

破壊強度 
N／㎜2 Ａ 

㎜ 
Ｂ 
㎜ 

Ｈ１ 
㎜ 

Ｈ２ 
㎜ 

Ｌ 
㎜ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

目 視 結

果  
 

 

様式－16 

プレキャスト無筋コンクリート製品道路用境界ブロック製品検査表 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１.本検査の製品は、JIS A 5371－附属書４以外のものとする。 

２.検査の方法は、JIS A 5371－附属書４により行うものとする。 
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（５）インターロッキングブロック 

検査方法 

 

インターロッキングブロックの検査は、出荷材令に達している製品1,000㎡分を1ロットとして（在

庫製品1,000㎡分未満の場合は、在庫全数を対象）より10個を抽出し、外観、形状寸法、及び曲げ強

度について行う。 

１．外観検査 

外観検査は、抽出した全数を目視にて行い、結果を「製品検査表（様式17、様式17－2）」の備考欄

に記入する。 

２．形状及び寸法検査 

形状及び寸法検査は、抽出された10個のうちから３個について行い「製品検査表（様式17、様式17

－2）」に記入する。その許容値は下記の通りとする。 

種 類 L W D 

普通インターロッキングブロック 

±3 ±3 

±3 

透水性インターロッキングブロック ＋5 

－1 

植生用インターロッキングブロック ±3 

※厚さは普通および透水性インターロッキングブロックの場合60㎜および80㎜とし、 

植生用インターロッキングブロックの場合100㎜および120㎜とする。 

 

３．品質 

曲げ強度、透水係数について抽出された10個のうちから３個について行い「製品検査表（様式17、

様式17－2）」に記入する。 

その品質は下記の通りとする。 

種 類 記号 
 

曲 げ 強 度 
透水係数 

普通インターロッキングブロック 
N－1(1) 

4.9N／㎜ 2 － 
N－2(2) 

透水性インターロッキングブロック 
P－1(1) 

2.9N／㎜ 2 1×10－2㎝ 

／sec P－2
(2)
 

植生用インターロッキングブロック 
G－1(1) 

3.9N／㎜ 2 － 
G－2(2) 

 

注（１）全層をコンクリートとした一層型インターロッキングブロック。 

（２）表面を着色したり、平滑に仕上げるために表層部分をモルタル層とし、残り

をコンクリート層とした二層型インターロッキングブロック。 

（３）インターロッキングブロックの形状その他により曲げ強度試験ができない場

合はコアによる圧縮強度試験を行い、圧縮強度が普通インターロッキングブロ

ックにおいては32N／㎜2以上、透水性インターロッキングブロックにおいては

17N／㎜2
以上でなければならない。 

 

L 

W 

D 
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別記 

試験 

１．曲げ強度試験 

曲げ強度試験はスパン（ℓ）を表1のようにとり、インターロッキングブロックを据付けたとき露出

する面を上にして、図1のように据え、スパンの中央に荷重を加えて行う。荷重は衝撃を与えないよ

うに一様に加え、載荷速度はふち応力度の増加が標準として毎分８－10㎏f／㎝ 2になるようにす

る。 

なお、曲げ試験を行うときは、インターロッキングブロックの加圧面および支持面には硬さ60～70

度、厚さ５㎜、幅50㎜程度のゴム板を挿入し、荷重が均等に分布されるよう配慮しなければならな

い。 

寸法については、あらかじめ載荷点の上・下の幅を２箇所で、また、厚さを幅方向の両端からそれ

ぞれ幅の1／4内側の２箇所でそれぞれ0．1㎜まで測定し、その平均値を有効数字４けたまで求め

る。 

（注）最大荷重の約50％までは比較的早い速度で荷重を加えてもよい。 

 

表1．載箇スパン（ℓ） 

種 類 
スパン
（㎜） 

普通および透水性 
インターロッキングブロック 160 

植生用インターロッキングブロック 
厚 さ の 

２倍以上 
 

２．圧縮強度試験 

圧縮強度試験は、コアをインターロッキングブロックから切取り、両端面をセメントペーストによるキャ

ッピングまたはこれと同等の方法で供試体の軸にできるだけ垂直な平面に仕上げて、高さの直径に

対する比が１～２の範囲の円柱形供試体を作製し、JISA1108（コンクリートの圧縮強度試験方法）

によって行う。ただし、強度は高さの直径に対する比が１の供試体の強度で示すものとし、高さが

直径よりも大きい場合は、試験で得られた圧縮強度に表2の補正係数をかけて、直径と高さが等しい

供試体の強度に換算する。 

 

表2．補正係数 

 

高さの直径に対する比 補正係数 備考 
2.00 

1.75 

1.50 

1.25 

1.00 

1.12 

1.10 

1.08 

1.04 

1.00 

高さの直径に対する比が

この表に示す値の中間に

ある場合は、補正係数は

直線補間して求める。 

 

図１．強 度 試 験 



 

その他取扱基準等－63 

 

３．透水性試験 

透水性試験はインターロッキングブロックの厚さと面積を測定し、水漏れ防止のため必要に応じ側

面をプラフィンなどで処理したのち、それを図2に示すような型枠にセットし、これを型枠ごと図3

のように排水口を閉じた水槽の中に静置し水槽に注水して飽和させる。次に上端から静かに注水し

て型枠の上部の越流口から越流させ、一定の水位を保たせながら排水口を開く。 

越流量がほぼ一定となるのをまって30秒間に越流する水量Q（㎝3）をメスシリンダーで計る。この

透水量から次式を用いて透水係数を求める。 

 

インターロッキング 

透水係数（㎝／s）＝ブロックの厚さ（㎝） Ｑ（㎝3）        

水頭差（㎝） × インターロッキングブロック 

 の面積（）×30秒 

 

 

 

 
 

図２透水試験用型枠の一例 

 

 

 
 

図３透水試験装置の概略図 
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様式－17 

製品検査表（曲げ強度） 
 

供試体 

№ 
製造 

年月日 
検査 

年月日 
材令 

（日） 

製品寸法㎜ 
透水係数 

㎝／sec 
曲げ強度 

N／㎜2 備考 
Ｌ Ｗ Ｄ 

№ １          

№ ２          

№ ３          

平 均          

規格値    ±３ ±３  
1×10－2㎝／sec 

以上
40以上  
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他
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基
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様式－17－２ 

製品検査表（圧縮強度） 
 

供試体 

№ 
製造 

年月日 
検査 

年月日 
材令 

（日） 

製品寸法㎜ 
透水係数 

㎝／sec 
圧縮強度 

N／㎜2 備考 
Ｌ Ｗ Ｄ 

№ １          

№ ２          

№ ３          

平 均          

規格値    ±３ ±３  
1×10－2㎝／sec 

以上 
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コンクリート耐久性向上「セメントコンクリート製品」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１.（３）を選択した場合、骨材の採取には受注者が立ち会うものとする。 

２次製品材料使用承認申請 

アルカリ骨材反応抑制対策 

品質規格証明書 

塩 化 物 総 量 規 制 [書類審査・実施表作成（工事受注者）] [書類審査・測定実施（製造工場）] 

（下記の３つの対策の中のいずれか１つについて確認をとらなけ

ればならない）[（１）、（２）を優先する] 
鉄筋コンクリート 

構造物か？ 
no 

no no 

（１）、（２） 

かつ 

no 

yes 

yes 

yes yes 

yes yes 

yes 

yes 

yes 

不 用 

アルカリ総量 
の計算をおこなっ 

ているか？ 
抑制効果のあ 

る混合セメント等を 
使用するか？ 

no 又は抑制 
効果が確認 
できない場合 

安全と認め 
られる骨材を使用 

するか？ 
使用不可 コンクリート打設当初

及び１回／150ｍ3測定

実施 

アルカリ総量 

は 3.0 ㎏／ｍ3（2.5 ㎏／ｍ3

（2式））以下か? 

使用不可 （３）を検討 

化学法に 
よる試験結果は 

無害か？ 
モルタルバー法 

による試験結果を確認し迅 
速法は無害か? 

測定値は 
規制値以下か（0.3 ㎏／ｍ3以下） 

（測定表作成） 

（１）アルカリ総量が規

制値以下でありコ

ンクリート構造物

に使用「可」 

（２）高炉、フライアッシュセメ

ント（Ｂ、Ｃ種）による対

策を講じておりコンクリー

ト構造物に使用「可」 

（３）安全な骨材を使用し

ているのでコンクリ

ート構造物に使用

「可」 

使用「可」 
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盛土材料取扱基準 

１ 適 用 範 囲 

本基準は、静岡県交通基盤部が発注する道路、河川、海岸及び砂防工事において使用する盛土材料に

適用する。 

２ 盛 土 材 料   

 主な盛土材料を次に掲げる。 

（１）スコリア 

スコリアとは、火山砕くずの中の火山砂レキで、良好な粒度分布を有するものをいう。 

（２）切込砕石 

切込砕石とは、岩石を破砕する機械（リッパー、バックホウ、ブレーカー等）およびクラッシ

ャーで小割し、ふるい等でオーバーサイズを除き、岩砕と山土が混合したものをいう。 

（３）山砂利 

山砂利とは、砂利層の地山から採取したもので、良好な粒度分布を有するものをいう。 

（４）山土 

山土とは、盛土材料として十分な強度と支持力を有し、変形量が少なく水が侵入しても膨潤弱

化しにくいものをいう。 

（５）建設発生土 

 建設工事に伴って副次的に得られる土砂で、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当しないものをいう。 

（６）良質土 

 新材及び建設発生土のうち、含水比低下、粒度調整、安定処理等の土質改良を行わなくてもそのまま盛土や

埋戻しができるものをいう。 

（７）再生材（再生盛土材、再生基礎裏込材） 

再生材とは、コンクリート殻またはアスファルトコンクリート殻、鋳物砂等を再生処理工場で再生処理し

た製品をいう。 

（８）土質改良土 

土質改良土とは、 

土砂をセメント、石灰その他のものにより安定処理したものをいう。また、土質改良土に良質土を混合し

たものは良質土ではなく、土質改良土として扱う。 

（９）泥土改良土 

泥土改良土とは、泥土（浚渫土のうちおおむねコーン指数200kN/ｍ2以下のもの）または建設汚泥を安定処

理したものまたは焼成処理したものをいう。また、泥土改良土に良質土を混合したものは、良質土ではな

く、泥土改良土として扱う。（汚染土を除く） 

※建設汚泥は、廃棄物処理法に定められた手続きが必要である。 

３ 材料の品質規格 

（１）裏込め材・埋戻し材 

構造物の裏込め材や埋戻し材は、次に掲げる規格に適合しなければならない。 

①4.75ｍｍふるい通過質量百分率：25～100％ 

②75μｍふるい通過質量百分率：0～25％ 

③塑性指数（425μｍふるい通過分について）：10以下 

④設計CBR：20％以上 
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⑤最大粒径：40ｍｍ以下 

（２）路床材 

路床材は、道路土工指針等に規定する品質を満足し、次に掲げる規格に適合しなければならな

い。 

①4.75ｍｍふるい通過質量百分率：25～100％ 

②75μｍふるい通過質量百分率：0～25％ 

③塑性指数（425μｍふるい通過分について）：10以下 

④設計CBR：20％以上 

⑤最大粒径：100ｍｍ以下 

（３）路体材 

山土等の路体材は、次に掲げる規格に適合しなければならない。 

①4.75ｍｍふるいを通る試料の中に占める75μｍふるい通過質量百分率：50％以下 

②塑性指数（425μｍふるい通過分について）：30以下 

③最大粒径300ｍｍ以下 

（４）建設発生土のうち工事間で流用する土砂 

建設発生土のうち工事間で流用する土砂は、発生土利用基準（平成18年8月10日付け国官技第

112号、国官総第309号、国営計第59号）に基づき有効利用を図るものとする。ただし、路床材

へは、流用はできないものとする。 

（５）再生基礎裏込材 

再生基礎裏込材は、土木工事共通仕様書第２編２－２－８その他の砂利、砕石、砂等 第５項

（同第２編２－３－３アスファルト舗装用骨材 第１項）の規格に適合しなければならない。 

４ 材料の使用承諾 

（１）採取場・生産設備の承諾 

土木事務所は、管内の盛土材販売業者等から使用承諾の申請があった場合には、厳正かつ公

平な検査を行い、結果を通知しなければならない。 

合格した盛土材料使用承諾有効期限は１年間とする。 

材料の使用承諾について、新規・継続申請する場合は、事前に盛土材立会申請書（様式－

３）に下記の資料を添付して管轄する土木事務所検査監に提出する。 

①採取・製造のために必要な関係法令に係る許可書等の写し 

②前年度土質試験結果調査票（別紙Ｂ）の写し（新規箇所は不要） 

（２）工事に使用する場合の承諾 

受注者は、裏込め材・埋戻し材、路床材及び路体材を使用するときは、静岡県またはこの取

扱基準と同等の品質規格を定めている静岡県内の公共団体が通知した有効期限内の使用承諾書

等の提出により、監督員の承諾を得なければならない。 

５ 材料の検査 

盛土材（建設発生土のうち工事間で流用する土砂を除く）の検査は、盛土材販売業者等からの申請を受

付後、土木事務所検査監の立会いのもと以下の項目について実施する。 

（１）書類審査 

①関係法令に係る許可書等の確認及び現地採取土砂がある場合は、採取計画認可書、採取に関する認可

期間並びに採取、採取範囲、及び内容の確認 

②再生砕石の受入れ時の確認状況がわかる書類の確認 
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③材料の出荷状況がわかる書類の確認 

（２）生産設備の現地検査 

①生産工程及び生産設備の確認 

②破砕材料受入れヤードにおける木片、レンガ、瓦、細長いまたは扁平な石片、ごみ、泥、有機物、石

綿含有産業廃棄物等の不純物や有害物等の混入の有無を確認（目視検査） 

③生産物ストックヤードにおける木片、レンガ、瓦、細長いまたは扁平な石片、ごみ、泥、有機物、石

綿含有産業廃棄物等の不純物や有害物等の混入の有無を確認（目視検査） 

（３）土質試験による品質検査 

①土質試験試料採取 

材料の品質試験用の試料採取は、土木事務所検査監立会いのうえ、生産物ストックヤードからラ 

ンダムに抽出して採取する。 

②土質試験試料採取数  

採取土取場が前年度承諾を得た土取場に変更がない場合は、試料数３試料とし、前年度調査済 

みの土質試験結果報告書の「写し」を添付する。また、新規申請箇所及び土取場が変更になる場 

合は、試料数６試料とする。ただし、再生基礎裏込材は試料数１試料とする。 

③土質試験内容 

材料の品質を検査するため、次の土質試験により実施するものとする。ただし、再生基礎裏込材 

の試験は、骨材のふるい分け試験（JIS A 1102、１試料）のみとする。 

調査に要する費用は申請者が負担するものとする。 

試験項目 試験方法 備考 

土の含水比試験 JIS A 1203 ３試料または６試料 

土の粒度試験 JIS A 1204 ３試料または６試料 

土の液性・塑性限界試験 JIS A 1205 ３試料または６試料 

土の締固め試験 JIS A 1210 ３試料または６試料 

設計ＣＢＲ試験 

（裏込め材・埋戻し材 

及び路床材にのみ適用） 

JIS A 1211 ３試料または６試料 

粗骨材の密度及び吸水率試験 JIS A 1110 粒径 37.5～75 ㎜で実施 

骨材のふるい分け試験 

（再生基礎裏込材にのみ適用） 
JIS A 1102 １試料 

    ※鋳物砂再生材は、溶出試験（平成15年３月６日環境省告示第18号）及び含有試験（平成15 

     ３月６日環境省告示第19号）を実施し、土壌環境基準に適合しなければならない。 

    ※セメント及びセメント系固化剤を使用した土質改良土等を含む場合は、六価クロム溶出試験要領に

より、六価クロム溶出試験を実施し、土壌環境基準（平成３年８月23日環境庁告示第46号）に適合

しなければならない。 

６ 材料の検査結果と通知 

（１）土質試験の結果提出 

申請者は、土質試験の結果を土質試験結果報告書にまとめ、盛土材使用申請書（様式－４）に下記 

の資料を添付して土木事務所に提出する。 

①土質試験結果報告書 

②位置図 

③盛土材等採取土場調査表（様式－１・様式－２） 

ただし、再生材（再生盛土材、再生基礎裏込材）の場合は様式－２を省略する。 

④調査結果総括表 
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⑤各材料試験データ 

⑥写真（土取場全景及び資料採取状況） 

⑦「盛土材一覧表（別紙Ａ）」及び「盛土材土質試験結果調査表（別紙Ｂ）」 

ただし、再生基礎裏込材の場合は「盛土材一覧表（別紙Ａ）」を省略する。 

⑧溶出試験（平成15年３月６日環境省告示第18号）結果及び含有試験（平成15年３月６日環境省告示 

第19号）結果、溶出試験（平成３年８月23日環境庁告示第46号）結果（必要な場合） 

（２）土質試験結果報告書の審査 

検査監は、現地で実施した書類審査、生産設備の現地検査と合わせて土質試験結果報告書の内容を

審査する。 

（３）検査結果の通知 

検査監は、検査結果に基づき、材料を承諾する場合は、盛土材の調査結果について（別紙－５）に

「盛土材一覧表（別紙Ａ）」及び「盛土材土質試験結果調査票（別紙Ｂ）」を添付して盛土材使用申

請者に使用承諾の通知を行う。また、「盛土材一覧表（別紙Ａ）」を土木事務所職員及び管内市町に

通知する。 

ただし、再生基礎裏込材の場合は、「盛土材一覧表（別紙Ａ）」を省略する。 

（４）留意事項 

盛土材料販売業者等は、使用承諾を得た盛土材の品質に変化が生じた場合または、採取場または生

産設備を変更する場合は、速やかに土質試験を行い、改めて承諾を得るものとする。 

 

７ 河川築堤盛土材として望ましい品質規格 

河川築堤盛土材は、市場の流通や検査体制が整備されるまでの間、暫定的に望ましい品質規格を

定めるものとする。 
・河川築堤盛土材 

河川築堤盛土材は、河川土工マニュアル等に規定する品質及び施工性を満足し、次に掲げる規

格に適合することが望ましい。 

①75μｍふるい通過質量百分率：15～50％ 

②最大粒径：100ｍｍ以下 

③透水係数（ｍｍ/s）：1×10-2以下 

④水素イオン濃度（ｐＨ）：5.8～8.6 
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土 （選別・解砕・混合・ふるい分け） 

（選別・強制脱水・混合・ふるい分け） 
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盛土材等採取土取場調査表 
 

様式 ２ 

採 取 期 間 

 年 月 日 

～ 

 年 月 日 

 年 月 日 

～ 

 年 月 日 

 年 月 日 

～ 

 年 月 日 

採 取 数 量    

採

取

及

び
積

込

 

機械の名称 

及び形式 
   

能 力    

台 数    

運

搬 

機械の名称 

及び形式 
   

能 力    

台 数    

採 取 許 可 方 法     

採 取 許 可 年 月 日    

採 取 許 可 条 件 等 

特 記 事 項 
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様式－３ 

 

 

盛 土 材 立 会 申 請 書 

 

年  月  日 

 

静岡県○○土木事務所長 様 

 

申請者 

 

当社が生産・製造する盛土材の使用申請の承諾を得たく資料採取の立会をお願いし

ます。 

 

記 

材料品目 規    格 

  

  

  

  

 

 

 

認可期間 

 

 

 責任者： 

ＴＥＬ（   ）   － 

ＦＡＸ（   ）   － 
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様式－４ 

 

 

盛 土 材 使 用 申 請 書 

 

年  月  日 

 

静岡県○○土木事務所長 様 

 

申請者 

 

 

当社が生産・製造する盛土材について、使用申請の承諾を得たく下記のとおり資料

を提出します。 

 

 

材料名                 

 

 

－提出資料－ 

 

1. 土質試験結果報告書 

2. 位置図 

3. 盛土材等採取土場調査表（様式１、２） 

4. 調査結果総括表 

5. 各材料試験データ 

6. 写真（土取場全景及び資料採取状況） 
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様式－５ 

 

     第    号 

    年  月  日 

 

             様 

 

○○土木事務所長 

 

盛土材の調査結果について（通知） 

 

     年  月  日付けで申請のあった盛土材使用申請については、静岡県が定める

「盛土材料取扱基準」の品質規格等に別紙のとおり適合するので承諾します。 

なお、工事現場に搬入される盛土材の品質は、常に安定し基準に適合するものでなければな

らないため、品質に変化を生じた場合または、採取場や生産設備を変更する場合は、速やか

に土質試験を行い、改めて承諾を得てください。 

 

 

使用期間 自     年  月  日（承諾日） 

 至     年  月  日 

 

記 

 

材 料 品 目 規 格 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：企画検査課検査監 
電話： 
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ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案） 
 

平成８年８月 

建設省 

１章 総則 
 

１．１適用範囲 

本管理要領（案）は河川土工及び道路土工におけるＲＩ計器を用いた盛土締固め管理に適用するも

のとする。 

【解説】 

河川土工及び道路土工における盛土の締固め管理においては、これまで砂置換法が主として用い

られてきたが、高速道路や一部のダムをはじめとしてＲＩ計器が導入され、各事業体においてＲ

Ｉ計器を用いた締固め管理が標準化されつつある。 

また、ＲＩ計器や測定方法の標準化に関しては、従来の学会基準が改訂され、地盤工学会基準

（JGS1614－1995）「ＲＩ計器による土の密度試験方法」が制定されるなど、本格的な導入に向

けての環境も整備されてきた。 

一方、現在及び将来とも数多くの高規格堤防や大規模な道路盛土の事業が進行または計画されて

おり、一般の河川土工や道路土工も含めて合理的な締固め管理手法の導入が必要とされてい

る。 

そこで本管理要領（案）は、現場密度試験にＲＩ計器を用いる場合にＲＩ計器の持つ特長を最大

限発揮させるべく、計器の基本的な取扱い方法やデータ採取、管理基準値の規定を行なうもので

ある。 

この基準に規定していない事項については、下記の基準・マニュアルを基準とする。 

・「河川土工マニュアル」…平成５年６月、（財）国土開発技術研究センター 

・「道路土工－施工指針」…昭和61年11月、（社）日本道路協会 

１．２目的 

本管理要領（案）は河川土工及び道路土工において、ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理を行う際

のＲＩ計器の基本的な取扱い方法、データの採取個数、管理基準値を定めることを目的とする。 

【解説】 

本管理要領（案）では、ＲＩ計器に関するこれまでの試験研究の成果を踏まえ、ＲＩ計器の基本

的な取扱い方法や土質等による適用限界を示した。 

また、本管理要領（案）ではデータの採取個数を規定した。砂置換法を前提とした管理では計測

に時間がかかることから、かなり広い施工面積を１点の測定値で代表させており、盛土の面的把

握という観点からは十分なものではなかった。一方ＲＩ計器は砂置換法に比べ飛躍的に測定時間

が短くなっているため、従来１個の測定値で代表させていた盛土面積で複数回測定することがで

きる。そこで本管理要領（案）では、盛土の面的管理の必要性とＲＩ計器の迅速性を考慮してデ

ータの採取個数を規定した。 
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２章 ＲＩ計器による測定方法 

２．１計器の種類 

ＲＩ計器は散乱型及び透過型を基準とするものとし、両者の特性に応じて使い分けるものとする。 

【解説】 

ＲＩ計器には一般に散乱型と透過型があり（図－１参照）、両者の特徴は以下の通りである。 

 

（１）散乱型ＲＩ計器 

線源が地表面にあるため、測定前の作業が測定面の平滑整形だけでよく、作業性が良い。地盤

と計器底面との空隙の影響を受けやすいので注意が必要である。 

（２）透過型ＲＩ計器 

線源が長さ20㎝の線源棒の先端付近にあり測定時には線源棒の挿入作業を伴うので散乱型

に対して少し測定作業時間が長くなる。線源が地中にあるため、盛土面と計器底面との空隙

の影響は比較的受けにくい。 

表－１散乱型と透過型の比較例 

 

項 目 散 乱 型 透 過 型 

線 源 
ガンマ線 コバルト－60 コバルト－60 

中性子線 カリフォルニウム－252 カリフォルニウム－252 

検 出 器 
ガンマ線 ＳＣカウンタ×１ ＧＭ管×５ 

中性子線 Ｈｅ－３カウンタ×２ Ｈｅ－３管×２ 

測定方法 
密 度 ガンマ線後方散乱方式 ガンマ線透過型 

水 分 熱中性子散乱方式 速中性子透過型 

本 体 寸 法 310×365×215㎜ 310×365×160㎜ 

本 体 重 量 25㎏ 11㎏ 

測定範囲（深さ） 160～200㎜ 200㎜ 

測定時間 
標準体 ５分 10分 

現 場 １分 １分 

測 定 項 目 湿潤密度、水分密度、乾燥密度、含水比、空隙率、締固め度、飽和度（平均値、最大・ 
最小値、標準偏差） 

電 源 ＤＣ６Ｖ内蔵バッテリ連続８時間 ＤＣ６Ｖ内蔵バッテリ連続12時間 

長 所 
・孔あけ作業が不要 
・路盤などにも適用可能 
・感度が高く計測分解能力が高い 

・計量で扱いやすい 
・表面の凹凸に左右されにくい 
・使用実績が多い 

短 所 
・測定表面の凹凸の影響を受けやすい 
・礫の適用に注意を要する 
・重い 

・孔あけ作業が必要 
・礫に適用できない場合がある（削孔不可

能な地盤） 
・線源棒が露出している 

これまでの研究によると散乱型と透過型の測定結果はどちらともほぼ砂置換法と同様であるこ

とが分かっており、（参考資料参照）、基本的には機種による優劣はない。ただし、盛土材が礫

質土の場合（礫の混入率が60％以上）、その使用には充分留意すること。（３．３参照） 

  



 

その他取扱基準等－80 

 

 

① 散乱型 

 

 

 

② 透過型 

 

図－１ＲＩ計器の概要 
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２．２検定方法 

使用するＲＩ計器は正しく検定がなされたものであって、検定有効期限内のものでなければならな

い。 

【解説】 

放射線源が時間とともに減衰していくため、同じものを測定しても結果が異なってくる。因みに

線源として一般に用いられているコバルト60（60Co）やカリフォルニウム（252Cf）の半減期はそれ

ぞれ5．26年、2．65年である。そのため標準体での値を基準にした計数率を定期的に調べておく

必要がある。 

この計数率と測定する物体についての計数率（現場計数率）との比を計数率比（R）といい、計

数率比と密度や含水量とに指数関数の関係がある。（図－２）この関係を正しく検定したＲＩ計

器を使用しなければならない。 

 

計数率比（R）＝現場計数率    

標準体の計数率 

計数比（R）＝Roexp（a･X） 

 

ここに、Roとaは定数であり、Xは密度あるいは含水量を表わ

す。また、使用するＲＩ計器のメーカーでの製作納入時、およ

び線源交換時毎の検定結果を添付し、提出するものとする。

校正式の例を図－３（透過型）に示す。 

図―２計数率比（R）と密度および含水率の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３計数率比と湿潤密度および含水量の検定例 

（地盤工学会「地盤調査法」から引用） 
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２．３ＲＩ計器による測定方法 

ＲＩ計器による測定は操作手順にしたがって正しく行わなければならない。 

【解説】 

（１）ＲＩ計器の構成 

散乱型ＲＩ計器は計器本体だけで測定が可能であ

るが、透過型はＲＩ計器本体、線源棒、標準体、

線源筒、ハンマー、打ち込み棒、ベースプレート

が必要である。 

ＲＩ計器は現時点において供給体制が十分である

とは言えないため、使用にあたっては担当監督員

と協議の上、散乱型あるいは透過型ＲＩ計器を選

定し使用するものとする。 

（２）測定手順 

測定手順は一般に図－５のようになる。 

 

 

 

図－４計器の構成例（透過型） 

 

 

図―５測定の手順の例    
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（３）測定上の留意点 

１）計器の運搬は激しい衝撃や振動を与えないよう十分注意して行う。 

２）充電は十分しておく。 

３）ＲＩ計器の保管場所は過酷な温度条件とならないところでなければならない。 

特に夏の自動車の車内は要注意である。また、室内外の寒暖差が大きいところでは、結露

に注意すること。 

４）標準体での測定時には、標準体は壁や器物から1．5ｍ以上離れたところにおいて行う必要

がある。 

 

５）自然放射線の影響を除くためバックグラウンド測定を行う時、線源は少なくとも20ｍ

以上遠ざける必要がある。 

 

６）現場での測定地点は出来るだけ平滑にすることが大事である。特に散乱型は測定面と計

器底面との間に空隙を生じると測定結果に大きな影響を与えるため特に注意が必要であ

る。 

７）測定表面を平滑にするために鉄板や装備のプレート等を使用するが、表面を削り過ぎて

測定対象層より深い深度のデータを取ることのないよう注意が必要である。なお、レキ分

が多く、削ることにより平坦性を確保する事が困難な場合は、砂などをひき平滑にする。 

 

測定表面の平滑化→測定値の信頼性向上 

８）測定は施工当日を原則としているので、気象変化には十分注意し３章に示したデータの

採取数を同日に確保することを心掛ける必要がある。 

９）測定能率を上げ、一つ一つのデータの採取時間を短縮するために、測定ポイントの地点出

し、表面整形、測定、記録と流れ作業化することが望ましい。 

10）平均値管理を基本としているため、一つ一つのデータのバラツキにあまり神経質になり過

ぎ、測定や施工を無為に遅らせることのないよう注意することも管理者として必要である。 
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３章 ＲＩ計器による締固め管理 

３．１締固め管理指標 

締固め度および空気間隙率による管理を行うものとし、盛土材料の75μｍふるい通過率によりその適用区分

を下記のとおりとする。 
 

75μｍふるい通過率が20％未満 

の礫質土及び砂質土の場合 

75μｍふるい通過率が20％以上 

50％未満の砂質土の場合 

75μｍふるい通過率が50％以上 

の粘性土の場合 

締固め度による管理 
締固め度による管理または 

空気間隙率による管理 
空気間隙率による管理 

 

【解説】 

ここでは河川土工マニュアルに準じて、75μｍふるい通過率が20％未満の砂礫土及び砂質土

の場合は締固め度による管理、50％以上の粘性土の場合は空気間隙率による管理を原則とし、そ

の中間においては自然含水比など、使用土砂の状況から判断してどちらによる管理を採用するか

判断するものとする。 

なお、河川土工マニュアルおよび道路土工－施工指針には飽和度による管理の規定も記載されて

いるが、飽和度はバラツキが大きいことから、ここでは飽和度による管理は省いている。 

３．２水分補正 

現場でＲＩ計器を使用するためには、予め土質材料ごとに水分補正を行う必要がある。土質材料ご

との水分補正値を決定するため水分補正値決定試験現場で実施しなければならない。 

【解説】 

（１）水分補正値 

ＲＩ計器が測定する水分量は、炉乾燥法（JIS－A1203）で求められる水分量のみでなく、それ

以外の結晶水や吸着水なども含めた、土中の全ての水分量に対応するものである。従って、結晶

水や吸着水に相当する量を算出して補正する必要がある。 

ＲＩ計器では、これらを補正するために、乾燥密度と強熱減量を考慮した校正式が組み込まれて

いる。土質材料ごとの強熱減量試験を一般の現場試験室で実施することは難しいので、現場でＲ

Ｉ計器による測定と含水量試験を同一の場所の同一材料で実施し、水分補正を行うものとする。 

ＲＩ計器は測定した計数比率と校正定数から、強熱減量を１％ごとに変化させて、そのときの含

水比を推定計算した結果を印字する機能を有している計器を用いる必要がある。この計算結果と

含水量試験による含水比から、その土質材料に対応する強熱減量値を水分補正値と称す。 

 

（２）現場水分補正決定試験の手順例 

１）現場の盛土測定箇所でＲＩ計器の測定準備。 

ａ）標準体測定 

ｂ）標準体ＢＧ測定 

ｃ）現場ＢＧ測定 

ｄ）測定箇所の整形および均し 

ｅ）ＲＩ計器を測定箇所に設置 

２）「現場密度」の測定を行う。 

３）測定が終了したら、水分補正値－含水比の対応表を表示、印字する。  
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４）ＲＩ計器の真下の土を１㎏以上採取する。 

（深さ15㎝程度まで採取し混合撹拌する） 

５）採取した土の含水量試験を実施する。 

６）含水量試験の含水比に近い含水比に対応する水分補正値を読みとる。 

７）ＲＩ計器に水分補正値を設定する。 

８）土質材料が変わらない限り水分補正値を変更してはならない。 

３．３礫に対するＲＩ計器の適用範囲 

１．盛土材料の礫率が60％以上で、かつ細粒分（75μmふるい通過率）が10％未満の場合は原則と

して散乱型ＲＩ計器による管理は行わないものとする。 

２．径10㎝以上の礫を含む盛土材料の場合には、散乱型及び透過型ＲＩ計器による管理は行わない

ものとする。 

【解説】 

（１）礫率に対する適用範囲 

散乱型については礫率（２㎜以上の粒径の土が含まれる重量比）が70％を越えると急激な測定値

の精度が低下する室内実験結果（実測値との相違、標準偏差の増加など）がある。また、現場試

験においても礫率が65％～70％を越えると標準偏差が増加する傾向であった。これは礫分が多く

なると測定地点の表面整形がしにくくなり平滑度が低くなるためで、特に散乱型の場合はこの平

滑度が測定結果に大きく影響を受けるためである。 

ここでは、施工管理における適用範囲であることから限界を安全側にとり、礫率60％未満を散乱

型の適用範囲とした。なお、透過型は礫率60％以上でも適用可能としているが、線源棒の打ち込

みに支障となる場合があり注意を要する。 

 

（２）礫径に対する適用範囲 

大きな礫が含まれる盛土材料の場合にはＲＩ計器による測定値に大きなバラツキがみられ、値が

一定しないことが多い。これは礫率のところでも述べたように表面の平滑度の問題である。す

なわち、礫径の大きなものが含まれる盛土材料では表面の平滑度が保てず、測定結果に影響を

及ぼすため礫径に対する適用範囲を設けた。 

ここでは一層仕上り厚さが通常20㎝～30㎝であることも考慮して、層厚１／２～１／３にあたる10

㎝をＲＩ計器の適用範囲とした。 

ただし、やむを得ずＲＩ計器による管理を行う場合は、散乱型・透過型とも監督員と協議の上、

現地盛土試験より種々の基準値、指標を決定するものとする。 
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３．４管理単位の設定及びデータ採取 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）に分割して管理単位毎に管理を行うものとする。 

２．管理単位は築堤、路体、路床とも一日の一層当たりの施工面積を基準とする。管理単位の面積

1,500㎡を標準とする。 

また、一日の施工面積が2,000㎡以上の場合、その施工面積を２管理単位以上に分割するもの

とする。 

３．各管理単位について原則15個のデータ採取を行い、平均してその管理単位の代表値とする。 

ただし、一日の施工面積が500㎡未満であった場合、データの採取数は最低５点を確保するも

のとする。 

４．データ採取はすべて施工当日に行うことを原則とする。 

５．一日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとす

る。 

６．土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 

【解説】 

（１）管理単位を日施工面積で規定したことについて 

従来、管理単位は土工量（体積）を単位として管理していた。しかし、締固めの状態は面的に変

化することから盛土の面的な管理を行う必要があり、施工面積によって管理単位を規定した。 

また、その日の施工はその日に管理するのが常識であることから、１日の施工面積によって管理

単位を規定するのが妥当と考えられる。 

（２）管理単位の規定について 

平成４年度の全国的なアンケート結果によると日施工面積は、500～2,000㎡の間に多く分布し

ており、特に1,500㎡くらいの施工規模が標準的であった。 

また、１台の締固め機械による１日の作業量は2,000～2,500㎡が最大であることから、管理単位

の面積を原則1,500㎡とした。 

（３）データの採取個数の規定について 

データの採取個数は３．５の解説に示したように、観測された土層のバラつきからサンプリング

の考え方に基づき算定されたもので、概ね15個となった。この考え方によれば、計測個数を増や

せば、管理の精度（不合格な部分が生じない安全度）は高くなるが、あまり測定点を増やすと測

定作業時間が長引いてＲＩ計器のメリットの一つである迅速性が発揮されなくなることから15点

とした。 

現場での測定に当たってはこの1,500㎡で15点を原則として考えるが、単位面積に対しての弾

力性を持たせ、１日の施工面積500～2,000㎡までは1,500㎡とほぼ同等とみなし15点のデータの

採取個数とした。 

一方、１日の施工面積が500㎡未満の場合は15点のデータ採取とするとあまりにも過剰な管理に

なると考えられるので最低確保個数を５点とした。 

また、管理単位が面積で規定し難い場合（土工量は多いが構造物背面の埋立てや柱状の盛土等）

は、土工量の管理でも良いものとする。 

なお、１管理単位当りの測定点数の目安を下表に示す。 
 

面積（㎡） 0～500 500～1,000 1,000～2,000 

測定点数 5 10 15 
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３．５管理基準値 

ＲＩ計器による管理は１管理単位当たりの測定値の平均値で行う。なお、管理基準値は１管理単位

当たりの締固め度の平均値が90％以上とする。 

【解説】 

（１）管理基準値について 

ＲＩ計器を用いて管理する場合は、多数の測定が可能であるＲＩ計器の特性を生かして、平均値

による管理を基本とする。上の基準を満たしていても、基準値を著しく下回っている点が存在し

た場合は、監督員の判断により再転圧を実施するものとする。 

締固め度による規定方式は早くから使用されており、実績も多いが、自然含水比が高く施工含水

比が締固め度の規定範囲を越えているような粘性土では適用し難い問題がある。そのため、3．

1に示すように粘性土では空気間隙率、砂質土は締固め度あるいは空気間隙率により管理する場

合の管理基準値は河川土工マニュアル、道路土工指針に準ずるものとする。 

 

〈参考〉 

河川土工マニュアル、道路土工指針の管理基準値（空気間隙率） 

 

基準名 河 川 土 工 マ ニ ュ ア ル 道路土工－施工指針 

区 分 河川堤防 路体 路床 

空気間隙 

率（Va） 

による基 

準値 

・砂質土{SF} 

25％≦74μｍ＜50％ 

Va≦15％ 

・粘性土{F} 

２％＜Va≦10％ 

・砂質土 

Va≦15％ 

・粘性土 

Va≦10％ 

 

備考 

施工含水比の平均が90％の締

固め度の得られる含水比の範囲

の内Woptより湿潤側にあるこ

と。 

同左 

施工含水比の平均がWopt付近

にあること。少なくとも90％の

締固め度の得られる含水比の範

囲の内にあること。 

[凡例]Ｗｏｐｔ：最適含水比 

 

（２）測定位置 

測定位置の間隔の目安として、100㎡（10ｍ×10ｍ）に１点の割合で測定位置を決定する。構

造物周辺、盛土の路肩部及び法面の締固めが、盛土本体の転圧と同時に行われる場合、次のよう

な点に留意する。 

①構造物周辺でタイヤローラなどの転圧機械による転圧が不可能な場合は別途管理基準を設定す

る。 

②特にのり肩より1.0ｍ以内は本管理基準の対象とせず、別途締固め管理基準を設定する。 
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基準値となる最大乾燥密度ρdmaxの決定方法 

現行では管理基準算定の分母となる最大乾燥密度は室内締固め試験で求められている。締固

め試験は、材料の最大粒径などでA、B、C、D、E法に分類されており、試験法（A～E法）により

管理基準値が異なる場合（路床）もあるため注意を要する。 

 

表－２室内締固め試験の規定 

（地盤工学会編：土質試験法より抜粋） 

呼び名 ランマー重量 
（㎏） 

モールド内径 
（㎜） 

突固め層数 １層当たりの 
突 固 め 回 数 

許容最大粒径 
（㎜） 

Ａ 2.5 10 3 25 19 

Ｂ 2.5 15 3 55 37.5 

Ｃ 4.5 10 5 25 19 

Ｄ 4.5 15 5 55 19 

Ｅ 4.5 15 3 92 37.5 

 

しかし、最大乾燥密度は、種々の材料や施工条件により決定しにくく、一定の値として限定でき

ない場合もある。よって、下記のような条件では、試験盛土より最大乾燥密度を決定すべきであ

る。 

ａ）数種類の土が混在する可能性のある材料を用いる場合。 

ｂ）最大粒径が大きく、レキ率補正が困難で、室内締固め試験が実施できないようなレキ質土材

料を用いる場合。 

ｃ）施工含水比が最適含水比より著しく高い材料を用いる場合。 

ｄ）上記以外の盛土材が種々変化する場合は、試験盛土で基準値を決定する管理や工法規定によ

り管理する。 

＊＜試験施工の実施例＞ 

①規定値は試験施工により、所定の材料、締固め機械、締固め回数より算定し決定する。 

②締固め回数を2、4、8、10、12回と変化させ締固めを行い、各々の締固め段階での乾燥密度

を15点測定し、その平均値を求め、上限乾燥密度を求める。 

 

③上限乾燥密度を最大乾燥密度と定義し、その規格値（Dc≧90％）で管理する。 

④材料の混合率など、層や場所等で変化する場合はそれぞれ材料で同様の試験施工を行うか、も

しくは、その材料に適合した校正式を別途定め、ＲＩ計器に設定する必要がある。 

 

ｅ）締固め度が100％をたびたび越えるような測定結果が得られる場合、突固め試験の再実施

や盛土試験を実施した新たな基準を決定する。 
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ｆ）改良土（セメント系、石灰系）特殊土の管理基準値は試験盛土により決定する。また、改良

土の場合は材令によっても変化するため、試験方法や管理基準値について別途定められた特記

仕様書に準ずるものとする。 

 

３．６データの採取方法 

データの管理単位各部から偏りなく採取するものとする。 

【解説】 

盛土を面的な管理として行う目的から、管理単位各部から偏りなくデータを採取するものとす

る。 

 

３．７データの管理 

下記の様式に従って管理記録をまとめるものとする。 

１．工事概要………様式－１ 

２．材料試験結果………様式－２ 

３．施工管理データ集………様式－３ 

また、現場で測定したデータは原則としてプリンター出力結果で監督員に提出するものとする。 

【解説】 

各様式については以下の要領でまとめる。 

様式－１工事概要…………………工事毎 

様式－２材料試験結果……………材料毎 

様式－３施工管理データ集………測定機器毎に管理単位面積毎 

（但し、再締固めを行なった場合は締固め毎） 

 

３．８是正処置 

施工時において盛土の管理基準値を満たさない場合には、適正な是正処理をとるものとする。 

【解説】 

（１）現場での是正処置として、転圧回数を増す、転圧機械の変更、まき出し厚の削減、盛土材

料の変更、及び気象条件の回復を待つなどの処置をとる。 

（２）盛土の土質が管理基準の基となる土質と異なっている場合には、当然基準値に当てはまら

ないので、締固め試験を行なわなければならない。 

（３）礫の多い材料や表面整形がうまくできなくて、ＲＩ計器の測定値が著しくバラつく場合

などには、砂置換などの他の方法によることも是正処置としてあり得るものとする。 

（４）是正処置の判断は、その日の全測定データをみて、その日の品質評価を行い、是正処置が

必要な場合翌日以降の施工方法を変更する。全体を見通した判断が要求され、一日単位程

度の是正処置を基本とする。ただし、過度に基準値を下回る試験結果がでた場合、現場

での判断により転圧回数を増すなどの応急処置をとるものとする。処置後はＲＩ計器で

再チェックを行う。 

（５）是正処置の詳細については、監督員と協議するものとする。 
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様式－１ 

盛 土 工 事 概 要 

工事名称  

施工場所  

事務所名  

施工業者  工 事 期 間  

盛土種類 1.道路路体 2.道路路床 3.河川堤防 4.その他 (        ) 

総土工量(㎥) (㎥) 平均日施工量(㎥) (㎥) 

平均施工面積 (㎡) 最 大 施 工 面 積 (㎡) 

最小施工面積 (㎡) ま き 出 し 厚 さ  

転 圧 回 数  仕 上 が り 厚 さ  

転 圧 機 械 機種  規 格 又 は 仕 様  

平均日施工時間  1)  施工可能時間  2 )  

施工管理に要した時間 砂置換法  ＲＩ法  

＜工事の概要＞ 

＜断 面 図＞ 

 

１)盛土工事を行った１日の平均時間 

２)開始時間から終了時間まで(休憩時間､昼食時間を含まず) 
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様式－２ 
 

材 料 試 験 結 果 
 

№ 
 

材

料

試

験

結

果 

自 然 含 水 比＊) Ｗn(％) (％) 

土 粒 子 の 比 重 Ｇｓ  

レ 

キ 

礫 比 重 Ｇｂ  

含 水 量 Ｗa(％) (％) 

 最 大 粒 径 (㎜ ) (㎜) 

粒 

度

組

成 

レ 

キ

分 

37.5㎜以上 (％) 

19.0～37.5mm (％) 

9.5～19.0mm (％) 

4.75～ 9.5mm (％) 

2.0～4.75mm (％) 

合 計 (％) 

砂分 75μｍ～2.0mm (％) 

細粒分 75μｍ以下 (％) 

コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ 

液 性 限 界 ＷL(％) (％) 

塑 性 限 界 ＷP(％) (％) 

塑 性 指 数 ＩP  

強 熱 減 量 Ｉg(％) (％) 

最 大 乾 燥 密 度 ρdmax (t／㎥) 

最 適 含 水 比 Ｗopt(％) (％) 

土分 

の類 

日 本 統 一 土 質 分 類  

俗 称 名  
改

良

材 

土 質 改 良 材 の 種 類  

添加量 (対乾燥密度)  

試 料 の 準 備 お よ び 使 用 方 法 ａ ｂ ｃ 

締固め試験の種類 (ＪＩＳ Ａ1210-1990) Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 
 

＊)ある程度以上の粒径を取り除いた室内用の試料ではなく､なるべく盛土に近い試料の含水比を得る

観点から､室内突固め試験に用いる土ではなく現場から採取した土を使用する｡ 
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様式―３ 
 

盛土施工管理データ 
 
管理単位番号() 計測回(回目) 

 

工 事 名 称  
計 測 の 種 類 １.散乱型ＲＩ試験 ２.透過型ＲＩ試験 
計 測 日  層 番 号 全 層 の 内 層 目 
計 測 者 名  盛 土 前 日 の 天 候  
盛 土 時 の 天 候  計 測 時 の 天 候  
最 大 乾 燥 密 度  最 適 含 水 比 ( ％ )  
管 理 基 準 値    

計
数
率 

標準体(密度)  標準体(水分)  
標準体(密度)Ｂ.Ｇ.  標準体(水分)Ｂ.Ｇ.  
現 場(密度)Ｂ.Ｇ.  現 場(水分)Ｂ.Ｇ.  

転圧機械  規 格  転圧回数  
 測 点 番 号 湿 潤 密 度 

ｔ／㎥ 
乾 燥 密 度 

ｔ／㎥ 
含 水 比 

％ 
締 固 め 度 

％ 
空気間隙率 

％ 
飽 和 度 

％ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
平 均 値       
最 大 値       
最 小 値       
個 数       
標 準 偏 差       

 
砂置換 

 

測 点 番 号 湿 潤 密 度 乾 燥 密 度 含 水 比 Dc Ⅴa Ｓ
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参考資料 
 

 

 

図－１砂置換と散乱型の相関（乾燥密度・全データ） 

 

 

 

図－２砂置換と散乱型の相関（乾燥密度・土質別データ）  
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図－３砂置換と散乱型の相関（含水比・全データ） 

 

 

図－４砂置換と散乱型の相関（含水比・土質別データ） 
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図－５砂置換と透過型の相関（乾燥密度・全データ） 

 

 
 

図－６砂置換と透過型の相関（乾燥密度・土質別データ） 
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図－７砂置換と透過型の相関（含水比・全データ） 

 

 

図－８砂置換と透過型の相関（含水比・土質別データ） 
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図－９散乱型と透過型の相関（乾燥密度・全データ） 

 

 

図－10散乱型と透過型の相関（乾燥密度・土質別データ） 

 

  



 

その他取扱基準等－98 

 

 

図－11散乱型と透過型の相関（含水比・全データ） 

 

 
 

図－12散乱型と透過型の相関（含水比・土質別データ） 
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図－13レキ率と乾燥密度（標準偏差）の関係［散乱型］ 

 

図－14レキ率と締固め度（標準偏差）の関係［散乱型］ 
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Ｎ/mm2 Ｎ/mm2

ｋｍ

）

）

）

構 造 物 形 式

受 注 者 名

構 造 物 名

現 場 代 理 人 名

主 任 技 術 者 名

周 辺 環 境 ②

適 用 仕 様 書

コ ン ク リ ー ト の

直 下 周 辺 環 境

種 類

コ ン ク リ ー ト の

設 計 基 準 強 度

海岸からの距離

（別添資料－○参照）と記入し、資料提出

構造物位置図（1/50000を標準とする）

添付しない場合は

呼　び　強　度

周 辺 環 境 ①

構 造 物 寸 法

竣 工 年 月 日

工 事 名

位 置

ひび割れ調査票(1)

監 理 技 術 者 名

測 定 者 名

　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

　普通地、雪寒地、その他 （

(参考様式）

コンクリートの

　海上、海岸沿い、海岸から

　測定No

　河川・海、道路、その他   （

　工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

その他取扱基準等－101 

 

(参考様式）

資料提出

ひび割れ調査票(2)

構造物一般図

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、
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 (参考様式）

ひび割れ 有、無 本数：１～２本、３～５本、多数

ひび割れ総延長 約 ｍ

最大ひび割れ幅（○で囲む）

　0.2mm以下、0.3mm以下、

　0.4mm以下、0.5mm以下、

　0.6mm以下、0.8mm以下、

mm

発生時期（○で囲む）

　数時間～１日、数日、数10日以上、不明

規則性：有、無

形態：網状、表層、貫通、表層ｏｒ貫通

方向：主筋鉄筋方向、直角方向、両方向、

　　　鉄筋とは無関係

ひび割れ調査票(3)
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(参考様式）

資料提出

ひび割れ調査票(4)

構造物一般図ひび割れ発生状況箇所のスケッチ図

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、
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(参考様式）

（別添資料－○参照）と記入し、

資料提出

ひび割れ調査票(5)

構造物名　（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

ひび割れ発生箇所の写真

添付しない場合は
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小規模工事事務取扱要領 
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小規模工事事務取扱要領 

１．目 的 

この要領は､工事の施工に伴って提出される書類の省略等､諸手続を簡略化し､事業の効率的な執行を

図ることを目的とする｡ 

２.適 用 範 囲 

（1）静岡県交通基盤部が施行する当初請負代金額が3,500万円未満(補助事業を含む)の土木工事

(以下｢小規模工事｣という｡)に適用する｡ 

（2）この要領に記載されていない事項については､土木工事共通仕様書(静岡県交通基盤部監修)を適

用する｡ 

３.提 出 書 類 

（1）使用材料の承諾書 

受注者の作成する使用材料の承諾書は省略することができるものとする｡ 

（2）工事記録簿 

受注者の作成する工事記録簿は省略することができるものとする｡ 

（3）材料検査簿 

受注者の作成する材料検査簿は省略することができるものとする｡ 

（4）工程表 

受注者の作成する工程表の提出は､静岡県建設工事執行規則第20条によるものとする｡ただし､当

初 請負代金額が500万円未満の工事(以下｢少額工事｣という｡)については､提出を省略させること

ができるものとする｡ 

（5）現場代理人・主任技術者通知 

現場代理人・主任技術者の通知書は､静岡県建設工事執行規則第22条によるものとする｡ただし､

少額工事については､通知を省略させることができるものとする｡ 

（6）施工計画書 

受注者が提出する施工計画書は､土木工事共通仕様書第１編１－１－４施工計画書によるものとす

る｡ただし､少額工事については､別に定める様式によるものとする｡ 

４.施 工 管 理  

（1）出来形管理 

出来形管理は､土木工事共通仕様書に定める出来形管理基準により行うものとする｡ 

ただし､少額工事については､出来形図又は数量計算表を提出することによりこれに代えることが

できるものとする｡ 

（2）品質管理 

ただし､少額工事については､受注者の自主管理とし､資料の提出は省略できるものとする｡ 

（3）写真管理 

写真管理は､土木工事共通仕様書に定める写真管理基準により行うものとする｡ 

ただし､完成検査写真の提出は省略できるものとする｡なお､少額工事については､次によるものと

する｡ 

ア着手前及び完成時の写真     イ完成時に確認が困難なものの寸法等の写真 

５.少額工事における監督員・受注者等 

監督員は､受注者が工事の施工に当たって自主管理体制(工程､出来形､品質､写真､交通､安全等)

を確立し､施工管理に当たるよう指導するものとする｡ 

受注者は､工事の施工に当って自主管理体制を確立し､施工管理に責任を持つものとする｡ 

また､工事の施工に当たり疑義が生じた場合には､監督員と協議するものとする｡ 

なお､自主管理とは､受注者が工事目的物の品質､精度を完全なものとするため､土木工事共通仕様書

の規格に適合するよう､社内検査を行う等､自らが管理(コントロール)することをいう｡ 
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６.少額工事の検査 

交通基盤部における検査体制による土木工事に適用する｡ 
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｢小規模工事(当初請負代金額500万円以上3,500万円未満)の施工計画書記入例｣ 
 

 年 月 日 
 

施 工 計 画 書 
 
 
総括監督員 

様 
 
 
 
 

受注者 
現場代理人 

 
 

  年度工事施工計画書について(提出) 

標記について土木工事共通仕様書第１編１－１－４第１項に基づき提出します｡ 

目 次 
 
 

１ .現場組織表……………………………………………………○  
２ .安全管理………………………………………………………○  
３ .緊急時の体制…………………………………………………○  
４ .交通管理………………………………………………………○  
５ .主要資材一覧表………………………………………………○  
６ .再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法…○  
※工程表については執行規則第20条による 
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小規模工事事務取扱要領 
 
１.現場組織表 

現場事務所 静岡県 市 町 ＴＥＬ ( ) 
 
現場代理人  

 

工事主任 
夜間連絡先 
ＴＥＬ( ) 工程管理 
主任技術者 品質管理 

測量・出来形､写真管理 
 

夜間連絡先 
ＴＥＬ( ) 機械・電気主任 

 
 
 

重機管理

電気管理 
 

事務主任 
 

 
安全管理主任 

 
 
 
 
 
 
 
 
２ .安全管理 

(１) 工事現場における作業員の安全と健康を確保し､快適な作業環境の形成を促進するため､工事の

安全に留意し､現場を管理し､労働災害の防止に努めるため､統括管理者を専任し､労働者に対す

る安全指導を徹底し､各人の責任体制の確立を図るとともに､作業規則の浸透に努め標準作業動

作をする｡ 
(２) 公害､第三者に傷害をあたえないよう､社会的責任体制の確立を図る｡ 

現場内へは一般者の立入りを禁止すると共に通学時の児童への安全を図るように注意し､立看

板を設置する｡ 

現場内の整理整頓に努めると共に安全管理日誌による機械器具及び車両の点検､保安帽の着用

等定期的に安全巡視員にパトロールさせる等安全管理に関する指導を徹底する｡ 
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(安全委員会の構成) 
 

 
火気取締責任者 

 
安全管理者 

 
 

統括安全衛生管理者 
電気取扱責任者 

 
 
 

衛生管理者 車両取扱責任者 
 

 
 

機械取扱責任者 
 
 

安全巡視員 
 
 
 
 

(３) 事故発生時における連絡系統は､３のに定める緊急時の連絡系統図と同じとする｡ 
 
 
３.緊急時の体制 

(１) 大雨､出水､強風等の異常気象で災害発生のおそれがある場合､次の組織構成で体制に入り必要に

応じ現場内をパトロールし､警戒する｡なお､異常時に備え現場には土俵､工具､照明器具等を常備

する｡また､作業現場内において事故発生､又はそのおそれがある場合､作業時間内はただちに体

制に入り現場代理人以下現場構成表の各担当職務に応じて行動する｡ 
  

(緊急時の体制) 
 

情報連絡係 
情報の収集と関係機関への情報連絡 

 
夜間休日連絡先 
ＴＥＬ() 

 
災害対策部長 対策係 

 
巡回、応急対策の指揮 

夜間休日連絡先 
ＴＥＬ()   
庶務係 

避難誘導 
 

夜間休日連絡先 
ＴＥＬ() 
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市役所 
ＴＥＬ 

工事事務所 
ＴＥＬ 

対 策 部 長 
ＴＥ

Ｌ  
 

受注者 
ＴＥＬ 

警察署 
ＴＥＬ 

消防署 
ＴＥＬ 

監督署 
ＴＥＬ 

 病院 
ＴＥＬ 

県 支   
所 

県 土木事務所 
ＴＥＬ 

県庁 課 
ＴＥＬ (221) 

地 方 気 象 台 
ＴＥＬ 

現 場 
ＴＥＬ 

小規模工事事務取扱要領 
 

(２)  作業現場内の事故発生時における連絡系統及び夜間又は休日における連絡方法は次のとおり

とする｡ 
(緊急時の連絡系統図) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(３)  南海トラフ地震臨時情報発表時の対応は次のとおりとする｡ 
  

区 分 対          応 

調査中 ・情報収集行い、関係者と連絡をとる。 

巨大地震注意 ・場合によっては、作業を中止する。 

・工事現場における施工構造物、仮設構造物、建設機械などについて、火災・延焼防止、

敷地外への倒壊、資機材の落下防止、燃料などの流出・漏えい防止措置をとる。 

・工事現場からの避難経路・避難場所の確認を行う。 

巨大地震警戒 ・作業を中止する。 

・工事現場における施工構造物、仮設構造物、建設機械などについて、火災・延焼防止、

敷地外への倒壊、資機材の落下防止、燃料などの流出・漏えい防止措置をとる。 

・工事現場から避難経路により避難場所へ避難する。 

 

（避難経路・避難場所） 

 

 

 

 

 

 

 

記入例のため 
図省略 
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４.交 通 管 理 
・ 道路交通関係法令及び共仕第１編１－１－32の交通安全管理に関する各項を厳守し現場安全管理者の 

指示のもとに事故のないよう特に注意する｡また､残土運搬､盛土運搬､資材運搬の経路は図－１の

とおりである｡ 
なお､残土運搬中一般道路を通過するため一般通行を優先し通行に支障のないよう十分注意し､

誘導員と各種標識類を配置する｡ 

図－1 位置図等 
(残土運搬､資材運搬の径路) 

 
 

築堤箇所 
 
 

土取箇所 
 
 
 
 

現場事務所 

堤防小段､高水敷運搬

路県道 
 
５.主要資材一覧表 

 

品 名 規格･寸法 購 入 会 社 名 
 
コンクリート 18－8－40  

21－8－25  
積ブロック 控35㎝  
切込み砕石 Ｃ－30  
溝 蓋 車道ｔ＝13㎝  

 
 
６.再生資源の利用の促進 

 受注者は､建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達､平成14年５月30日)､再生資源  
の利用の促進について (建設大臣官房技術審議官通達､平成３年10月25日 )を遵守して建設副産物

の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない｡また、受注者は、再生資源利用促進計画

の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更

に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続きの状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど

適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計

画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。(土木工事共通

仕様書第１編共通編１－１－18建設副産物 ) 
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土木工事共通仕様書第１編１－１－18

様式20　再生資源利用計画書（実施書）　―建設資材搬入工事用―　―建設リサイクルガイドライン」様式―

住所コード＊4

コード＊5 コード＊6 コード＊7 コード＊8 コード＊9

トン ％合　　　　　　　　　　計 トン

施工条件について

1.再生材の利用の指示あ

り

土砂について

　1.第一種建設発生土　　2.第二種建設発生土

　3.第三種建設発生土　　4. 第四種建設発生土

　5.泥土 （建設汚泥以外） 6.土質改良土

　7.再生コン クリート砂　8.山砂山土等の購入土、 採取土

砕石について

　1.クラッシャーラン 　　2.粒度調整砕石

　3.鉱さい　　　　　　　4.単粒度砕石

　5.ぐり石、 割ぐり石　　6.その他

アスファルト混合物について

　1.粗粒度アスファルトコン クリート

　2.蜜粒度アスファルトコン クリート

　 （開粒度及び改質アスファルトコン クリートを 含

土砂について

　1.道路路体　　2.路床　　3.河川築堤

　4.構造物等の裏込材、 埋戻し用

　5. 宅地造成用　　　　　　6.水面埋立用

　7.ほ場整備 （農地整備）

　8.その他 （具体的に記入）

砕石について

　1.舗装の下層路盤材

　2.舗装の上層路盤材

　3.構造物の裏込材、 基礎材

　4.その他 （具体的に記入）

アスファルト混合物について

　1.表層　　　　2.基層

　3.上層路盤　　4.歩道

　5.その他 （駐車場舗装、 敷地内舗装等）

　その他について （利用用途を 具体的に記

入）

再生資材に供給元について

　1.現場内利用

　2.他の工事現場

　3.再資源化施設

　4.ストックヤード

　5.その他

トン ％

トン ％

トン

トン

トン ％

トン ％

トン

トン合　　　　　　　　　　計

土砂について

　1.第一種建設発生土　　2.第二種建設発生土

　3.第三種建設発生土　　4. 第四種建設発生土

　5.泥土 （建設汚泥以外） 6.土質改良土

　7.再生コン クリート砂

砕石について

　1.再生クラッシャーラン

　2.再生粒度調整砕石

　3.鉱さい　　　　　　　4.その他

アスファルト混合物について

　1.再生粗粒度アスファルトコン クリート

　2.再生蜜粒度アスファルトコン クリート

　 （開粒度及び改質アスファルトコン クリートを 含む）

　3.再生細粒度アスファルトコン クリート

　4.再生

トン トン ％

トン ％トン

トン ％

トン ％

トン

トン ％

トン

％

トン

トン合　　　　　　　　　　計

注1.再生資材利用量について

アスファルト混合物等で、 利用した再生材

（製品） の中に、 新材が混入している場合

であっ ても 、 新材混入分を 含んだ再生資

材 （製品） の利用量を 記入してく ださい。

裏面にも御記入下さい

トン

トン ％

トン ％

トン

トン

トン ％

トン ％

トン

トン

％

締め㎥ ％

トン

締め㎥

トン

合　　　　　　　　　　計

締め㎥ 締め㎥ ％

締め㎥ ％締め㎥

締め㎥ ％

締め㎥ ％

締め㎥

十

万

再生資材の供給元施設、 工事等の名称

再生資材利用量（B）

再　生　資　材　の　供　給　元　　　（再生資材を利用した場合に記入して下さい）

再生資材の名称

コード＊９住所コード＊4
再生資材の供給元場所住所

施工条件内容

コード＊8

供給元種類

コード＊7
百

万

　

一

締め㎥ ％締め㎥

　

十

　

一 （注1）

再生資源

利用率

B/A×100
万

　

千

　

百

百

万

十

万 万

　

千

　

百

　

十

　

一

アスファ ルト

混合物

その他

（再生資材

のみ記入）

小分類

コード＊5

主な利用金額

コード＊6
規　　格

２．建設資材利用実績　注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでく ださい。

平成　　　　年　　　　月　　　　日から

平成　　　　年　　　　月　　　　日まで

分　類

土　砂

構　　造

（数字に○をつけ

る）

千

万

　

億

都　道

府　県

市　区

町　村

建築面積

延べ床面積

尚、解体工事については、建築面積は御記入いただかなくても結構です。

－

工事種別コード＊3
十

億

百

億

千

億

1.移住専用　2.移住産業併用　3.事務所　　4.店舗　5.工場、作

業所　　　　6.倉庫　　　7.学校　　　　　8.病院診療所

9.その他

使　　途

（数字に○をつけ

る）

1.鉄骨鉄筋コンクリート　　　2.鉄筋コンクリート　　3.鉄骨造

4.コンクリートブロック造　　5.木造　　6.その他

階数
地上　　　　階

地下　　　　階
㎡

㎡

　

十

　

百

　

千万

十

万

建設工事箇所

建設工事名

工事概要等

施工条件の内容

（再生資源の利用

に関する特記事項

等）

最終工事

請負金額

砕　石

百

万

利用量（A）

建　設　資　材　（新材を含む）

締め㎥

工期

調 査 票 記 入 者

工 事 責 任 者
TEL

FAX

請負者コード＊2
請負会社名

会社所在地
発注機関名

１．工事概要
発注期間コード＊1

表面

発注担当者チェック欄

担当者

TEL

H.　 年　月　日記 入 年 月 日

百

万

（　　）

（　　）

100万円未満四捨五入

,000,000円（税込み）
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№21
土木工事共通仕様書第１編１－１－18

様式21　再生資源利用促進計画書（実施書）　―建設副産物搬入工事用―　―建設リサイクルガイドライン」様式―

コード＊14（コード＊13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入）

コード＊10 コード＊11 コード＊12 コード＊13 （詳細は表－４参照のこと） 　

1.路盤材　　2.裏込材

3.埋戻し材

4.その他 （具体的に記

入）

1.焼却　　　2.脱水

3.天日乾燥

4.その他 （具体的に記

入）

施工条件について

　1.A指定処分

　 （発注時に指定されたも の）

　2.B指定処分 （も しく は準指定処分）

　 （発注時には指定されていないが、

　発注後に設計変更し指定処分とされたも の）

　3.自由処分

再生資源利用促進 （再生利用された場合） 最終処分場・その他 （処分された場合） 

1.他の工事現場 （内陸：公共、 民間を含む）

2.再資源化施設 （土質改良プラントを含む）

3.有償売却 （工事請負会社が建設副産物を焼却

し、 代金を得た場合）

4.建設発生土スットクヤード （再利用工事が決

ま っている場合

5.海面埋立事業 （海岸、 海兵事業含む）

6.最終処分場 （海面処分場）

7.最終処分場 （内陸処分場）

 （建設発生土受入地を含む）

8.建設発生土スットクヤード （再生用工事未定）

9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間

処分施設

10.その他 （具体的に記入）

注2.再生資材利用量について

現場害搬出量④のう ち、 搬出先の種類

（コード＊13） が1.～5.に合計

２．建設副産物搬出実績 現場内利用の欄には、発生量（掘削等）のう ち、現場内で利用したも のについて御記入く ださい。

注）再資源化施設、最終処分場は、指定副産物の種類ごとに３ヶ所まで記入できます。

　　４ヶ所以上にわたる場合は、用紙を換えて記入してください。
1.山砂利等採取跡地　2.処分場の覆土　3.池沼等の水面埋立　4.谷地埋立　5.農地受入　6.その他

トン

トン

３ヶ所目 公共　民間 トン ％

２ヶ所目 公共　民間

トン公共　民間１ヶ所目
アスベスト

 （飛散性） トン

３ヶ所目 公共　民間

２ヶ所目 公共　民間

トン

トン ％

トン

トン

１ヶ所目 公共　民間

トン

紙く ず

トン トン

トン

３ヶ所目 公共　民間 トン ％

２ヶ所目 公共　民間

トン公共　民間１ヶ所目

廃プラスチック

トン

３ヶ所目 公共　民間

２ヶ所目 公共　民間

トン

トン ％

トン

トン

１ヶ所目 公共　民間

トン トン

金属く ず

トン

トン トン

３ヶ所目 公共　民間

トン

トン ％

２ヶ所目 公共　民間

トン公共　民間

トン トン

１ヶ所目

建設混合廃棄物

トン トン

３ヶ所目 公共　民間

２ヶ所目 公共　民間

トン

トン ％

トン

トン

１ヶ所目 公共　民間

トン

建設汚泥

トン トン トン トン

トン

３ヶ所目 公共　民間 トン トン ％

２ヶ所目 公共　民間建設発生木材

トン トン

公共　民間

トン

３ヶ所目

トン トン

１ヶ所目 トン トン

トン

トン

地山㎣地山㎣

トン

トン

トン ％

２ヶ所目 公共　民間

トン

トン

公共　民間

トン

１ヶ所目

公共　民間

アスファルト・

コンクリート塊 トン トン

コンクリート塊

トン 地山㎣ ％トントン

３ヶ所目 公共　民間

２ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ ％

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

１ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

合　計
地山㎣

３ヶ所目 公共　民間

２ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ ％

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

１ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

泥　土 （河川、 湖

沼等の浚渫土） 地山㎣

３ヶ所目 公共　民間

２ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ ％

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

１ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

第　四　種

建設発生土 地山㎣

３ヶ所目 公共　民間

２ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ ％

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

１ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

第　三　種

建設発生土 地山㎣

％

２ヶ所目 公共　民間 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

地山㎣

地山㎣

地山㎣ 地山㎣

１ヶ所目 公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

地山㎣

第　二　種

建設発生土 地山㎣ 地山㎣ 地山㎣

第　一　種

建設発生土 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

３ヶ所目 公共　民間 地山㎣ ％地山㎣

２ヶ所目 公共　民間

地山㎣

減　量　化

３ヶ所まで記入できます。 ４ヶ所以上にわたる

時は、 用紙を換えて下さい。

搬　出　先　名　称

区　分

どちらかに○を

つけてください。

施工条件の

内　　　容

コード＊12

公共　民間

④現場外搬出量

搬出先

の種類

コード＊
地山㎣

現　 場　 外　 搬　 出　 に　 つ　 い　 て

搬　出　先　場　所
一

地山㎣

住所コード

＊4

運搬距離

現　場　内　利　用

　

千

　

百
千 百 十

　

一

現　場　内　利　用　・　減　量 再生資源利用

促　進　率

（2）+（3）+（5）

（1）

（％）

⑤再生資源

利用促進量

 （注２）

う ち現場内

改　良　分
百

万

十

万

　

万

③減量化量

受入先

の用地

コード＊

14
１ヶ所目

用途コー

ド＊10

減量法

コード

＊11
②利用量

地山㎣

場外搬出時

の性状

指定副産物

の　種　類 ①発生量

 （掘削等）

＝②+③+④

裏面

１．工事概要　表面（様式１）に必ずご記入ください。
建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築

分の数量を区分し、それぞれ「様式２」を作成してく ださい。

う ち現場内

改　良　分

　

十



 

その他取扱基準等－115 

 

小規模工事事務取扱要領 
 

｢少額工事(当初請負代金額500万円未満)の施工計画書記入例｣ 
 

施 工 計 画 書 
 
１.現場組織表 

連絡先 
 

受注者 
ＴＥＬ ( ) 
夜間ＴＥＬ ( ) 

 
 

現場代理人    

ＴＥＬ ( ) 

夜間ＴＥＬ ( ) 
 
 
 
２.安 全 管 理 

＊工事現場における作業員の安全と第三者に対する災害の絶無を図る｡ 
なお､事故発生時の対応として連絡系統を明確にしておく｡ 

＊土木工事共通仕様書第１編１－１－32の交通安全管理に関する各項を厳守して事故の無いよう十分

注意する｡ 
 
３.計画工程表 着手令和 年 月 日 完成令和 年 月 日 

 

工 種 単 位 数 量 月 月 月 備 考 
準 備 工 式 １           

 
土 工 式 １           

  
側 溝 工 

 

ｍ 45           
  

路 側 工 
 

ｍ 45           
   

後 片 付 式 １           
  

４.主要資材一覧表 
 

品 名 規格・寸法 購 入 会 社 名 
コンクリート 18－8－40  

21－8－25  

積ブロック 控35㎝  

切込み砕石 Ｃ－30  

溝 蓋 車道ｔ＝13㎝  
 

 



 

その他取扱基準等－116 

 

 
 
５.再生資源の利用の促進 

受注者は､建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達､平成14年５月30日)､再生資源  
の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達､平成３年10月25日)を遵守して建設副産物の適

正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない｡また、受注者は、再生資源利用促進計画の作成

に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関し

て発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続きの状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正で

あることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画に添

付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。(土木工事共通仕様書

第１編共通編１－１－18建設副産物) 
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№20
土木工事共通仕様書第１編１－１－18

様式20　再生資源利用計画書（実施書）　―建設資材搬入工事用―　―建設リサイクルガイドライン」様式―

住所コード＊4

コード＊5 コード＊6 コード＊7 コード＊8 コード＊9

トン ％合　　　　　　　　　　計 トン

施工条件について

1.再生材の利用の指示あ

り

土砂について

　1.第一種建設発生土　　2.第二種建設発生土

　3.第三種建設発生土　　4. 第四種建設発生土

　5.泥土 （建設汚泥以外） 6.土質改良土

　7.再生コンクリート砂　8.山砂山土等の購入土、 採取土

砕石について

　1.クラッシャーラン　　2.粒度調整砕石

　3.鉱さい　　　　　　　4.単粒度砕石

　5.ぐり石、 割ぐり石　　6.その他

アスファルト混合物について

　1.粗粒度アスファルトコンクリート

　2.蜜粒度アスファルトコンクリート

　 （開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含

土砂について

　1.道路路体　　2.路床　　3.河川築堤

　4.構造物等の裏込材、 埋戻し用

　5. 宅地造成用　　　　　　6.水面埋立用

　7.ほ場整備 （農地整備）

　8.その他 （具体的に記入）

砕石について

　1.舗装の下層路盤材

　2.舗装の上層路盤材

　3.構造物の裏込材、 基礎材

　4.その他 （具体的に記入）

アスファルト混合物について

　1.表層　　　　2.基層

　3.上層路盤　　4.歩道

　5.その他 （駐車場舗装、 敷地内舗装等）

　その他について （利用用途を具体的に記

入）

再生資材に供給元について

　1.現場内利用

　2.他の工事現場

　3.再資源化施設

　4.ストックヤード

　5.その他

トン ％

トン ％

トン

トン

トン ％

トン ％

トン

トン合　　　　　　　　　　計

土砂について

　1.第一種建設発生土　　2.第二種建設発生土

　3.第三種建設発生土　　4. 第四種建設発生土

　5.泥土 （建設汚泥以外） 6.土質改良土

　7.再生コンクリート砂

砕石について

　1.再生クラッシャーラン

　2.再生粒度調整砕石

　3.鉱さい　　　　　　　4.その他

アスファルト混合物について

　1.再生粗粒度アスファルトコンクリート

　2.再生蜜粒度アスファルトコンクリート

　 （開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む）

　3.再生細粒度アスファルトコンクリート

　4.再生

トン トン ％

トン ％トン

トン ％

トン ％

トン

トン ％

トン

％

トン

トン合　　　　　　　　　　計

注1.再生資材利用量について

アスファルト混合物等で、 利用した再生材

（製品） の中に、 新材が混入している場合

であっても 、 新材混入分を含んだ再生資

材 （製品） の利用量を記入してく ださい。

裏面にも御記入下さい

トン

トン ％

トン ％

トン

トン

トン ％

トン ％

トン

トン

トン ％

締め㎥ ％

トン

締め㎥合　　　　　　　　　　計

締め㎥ 締め㎥ ％

締め㎥ ％締め㎥

締め㎥ ％

締め㎥ ％

締め㎥

十

万

再生資材の供給元施設、 工事等の名称

再生資材利用量（B）

再　生　資　材　の　供　給　元　　　（再生資材を 利用した場合に記入して下さい）

再生資材の名称

コード＊９住所コード＊4
再生資材の供給元場所住所

施工条件内容

コード＊8

供給元種類

コード＊7
百

万

　

一

締め㎥ ％締め㎥

　

十

　

一 （注1）

再生資源

利用率

B/A×100
万

　

千

　

百

百

万

十

万 万

　

千

　

百

　

十

　

一

アスファ ルト

混合物

その他

（再生資材

のみ記入）

小分類

コード＊5

主な利用金額

コード＊6
規　　格

２．建設資材利用実績　注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでく ださい。

平成　　　　年　　　　月　　　　日から

平成　　　　年　　　　月　　　　日まで

分　類

土　砂

構　　造

（数字に○をつけ

千

万

　

億

都　道

府　県

市　区

町　村

建築面積

延べ床面積

尚、解体工事については、建築面積は御記入いただかなくても結構です。

－

工事種別コード＊3
十

億

百

億

千

億

1.移住専用　2.移住産業併用　3.事務所　　4.店舗　5.工場、作

業所　　　　6.倉庫　　　7.学校　　　　　8.病院診療所

9.その他

使　　途

（数字に○をつけ

1.鉄骨鉄筋コンクリート　　　2.鉄筋コンクリート　　3.鉄骨造

4.コンクリートブロック造　　5.木造　　6.その他

階数
地上　　　　階

地下　　　　階
㎡

㎡

　

十

　

百

　

千万

十

万

建設工事箇所

建設工事名

工事概要等

施工条件の内容

（再生資源の利用

に関する特記事項

等）

最終工事

請負金額

砕　石

百

万

利用量（A）

建　設　資　材　（新材を 含む）

締め㎥

工期

調 査 票 記 入 者

工 事 責 任 者
TEL

FAX

請負者コード＊2
請負会社名

会社所在地
発注機関名

１．工事概要
発注期間コード＊1

表面

発注担当者チェック欄

担当者

TEL

H.　 年　月　日記 入 年 月 日

百

万

（　　）

（　　）

100万円未満四捨五入

,000,000円（税込み）
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№21
土木工事共通仕様書第１編１－１－18

様式21　再生資源利用促進計画書（実施書）　―建設副産物搬入工事用―　―建設リサイクルガイドライン」様式―

コード＊14（コード＊13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入）

コード＊10 コード＊11 コード＊12 コード＊13 （詳細は表－４参照のこと） 　

場外搬出時

の性状

指定副産物

の　種　類 ①発生量

 （掘削等）

＝②+③+④

裏面

１．工事概要　表面（様式１）に必ずご記入ください。
建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解

体分と新築分の数量を区分し、それぞれ「様式２」を作成してください。

う ち現場内

改　良　分

　

十

１ヶ所目

用途コー

ド＊10

減量法

コード

＊11
②利用量

　

一

現　場　内　利　用　・　減　量 再生資源利用

促　進　率

（2）+（3）+（5）

（1）

（％）

⑤再生資源

利用促進量

 （注２）

う ち現場内

改　良　分
百

万

十

万

　

万

③減量化量

受入先

の用地

コード＊

14

　

千

　

百
千 百 十

地山㎣

住所コード

＊4

運搬距離

現　場　内　利　用

地山㎣

現　 場　 外　 搬　 出　 に　 つ　 い　 て

搬　出　先　場　所
一

公共　民間

④現場外搬出量

搬出先

の種類

コード＊

地山㎣

減　量　化

３ヶ所ま で記入できま す。 ４ヶ所以

上にわたる時は、 用紙を換えて下さ

い。

搬　出　先　名　称

区　分

どちらかに○を

つけてください。

施工条件の

内　　　容

コード＊12

％地山㎣

２ヶ所目 公共　民間

地山㎣

地山㎣ 地山㎣

３ヶ所目 公共　民間 地山㎣ 地山㎣

第　二　種

建設発生土
地山㎣ 地山㎣ 地山㎣

第　一　種

建設発生土
地山㎣

公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

１ヶ所目 地山㎣

地山㎣

地山㎣

地山㎣ 地山㎣ ％

２ヶ所目 公共　民間 地山㎣

地山㎣

地山㎣ 地山㎣

第　三　種

建設発生土
地山㎣

１ヶ所目 公共　民間 地山㎣ 地山㎣

地山㎣ ％

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

２ヶ所目 公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

第　四　種

建設発生土
地山㎣

１ヶ所目 公共　民間 地山㎣ 地山㎣

地山㎣ ％

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

２ヶ所目 公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

泥　土 （河川、

湖沼等の浚渫

土） 地山㎣

１ヶ所目 公共　民間 地山㎣ 地山㎣

地山㎣ ％

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

２ヶ所目 公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

地山㎣ 地山㎣

合　計

地山㎣

１ヶ所目 公共　民間 地山㎣ 地山㎣

地山㎣ ％

地山㎣ 地山㎣

地山㎣ 地山㎣

２ヶ所目 公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

トン 地山㎣ ％トントン

アスファルト・

コンクリート塊
トン トン

コンクリート塊

公共　民間

トン

１ヶ所目 トン

トン

トン

トン ％

２ヶ所目 公共　民間

公共　民間 トン

地山㎣地山㎣

トン トン

３ヶ所目

トン トン

１ヶ所目

建設発生木材

トン トン

トン公共　民間 トン

トン ％

２ヶ所目 公共　民間 トン トン

３ヶ所目 公共　民間 トン トン

建設汚泥

トン トン トン トン

１ヶ所目 公共　民間 トン

トン ％

トン

トン

２ヶ所目 公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

トン トン

１ヶ所目

建設混合廃棄物

トン トン

トン公共　民間 トン

トン ％

２ヶ所目 公共　民間 トン トン

３ヶ所目 公共　民間 トン トン

金属く ず

トン

１ヶ所目 公共　民間 トン

トン ％

トン

トン

２ヶ所目 公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

１ヶ所目

廃プラスチック

トン

トン公共　民間

トン ％

２ヶ所目 公共　民間 トン

３ヶ所目 公共　民間 トン

紙く ず

トン トン

１ヶ所目 公共　民間 トン

トン ％

トン

トン

２ヶ所目 公共　民間

３ヶ所目 公共　民間

１ヶ所目
アスベスト

 （飛散性）
トン

トン公共　民間

トン ％

２ヶ所目 公共　民間 トン

３ヶ所目 公共　民間

注2.再生資材利用量について

現場害搬出量④のう ち、 搬出先の種類

（コード＊13） が1.～5.に合計

２．建設副産物搬出実績 現場内利用の欄には、発生量（掘削等）のう ち、現場内で利用したも のについて御記入く ださい。

注）再資源化施設、最終処分場は、指定副産物の種類ごとに３ヶ所まで記入できます。

　　４ヶ所以上にわたる場合は、用紙を換えて記入してください。
1.山砂利等採取跡地　2.処分場の覆土　3.池沼等の水面埋立　4.谷地埋立　5.農地受入　6.その他

トン

1.路盤材　　2.裏込材

3.埋戻し材

4.その他 （具体的に記

入）

1.焼却　　　2.脱水

3.天日乾燥

4.その他 （具体的に記

入）

施工条件について

　1.A指定処分

　 （発注時に指定されたも の）

　2.B指定処分 （も しく は準指定処分）

　 （発注時には指定されていないが、

　発注後に設計変更し指定処分とされたも の）

　3.自由処分

再生資源利用促進 （再生利用された場合） 最終処分場・その他 （処分された場合） 

1.他の工事現場 （内陸：公共、 民間を 含む）

2.再資源化施設 （土質改良プラントを 含む）

3.有償売却 （工事請負会社が建設副産物を焼却し、

代金を得た場合）

4.建設発生土スットクヤード （再利用工事が決ま ってい

る場合

5.海面埋立事業 （海岸、 海兵事業含む）

6.最終処分場 （海面処分場）

7.最終処分場 （内陸処分場）

 （建設発生土受入地を含む）

8.建設発生土スットクヤード （再生用工事未定）

9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間処分施

設

10.その他 （具体的に記入）
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資料－１ 

 
｢工事施工に伴う諸手続き比較表｣ 

 

契約図書に必要な項目 適 用 規 則 等 静岡県建設工事執行規則の

運用(500万円未満) 
小 規 模 工 事 

(500万円以上3,500万円未満) (少額工事500万円未満) 
１.工程表 執行規則第20条 省略させることができる 提出 省略 
２.工事工程月報 執行規則第20条 省略させることができる 提出 省略 
３.請負代金内訳表 執行規則第20条  提出 契約書作成は提出 

請書作成は省略 
４.主任技術者現場代

理人等通知 
執行規則第22条 口頭による通知 提出 口頭による通知 

５.施工計画書 
(18項目) 

仕様書第１編１―１―４  提出(６項目) 
(記入例)参照 

提出(５項目) 
(記入例)参照 

６.交通規制関係 仕様書第１編１－１－32  必要時 必要時 
７.数量の算出及び完

成図 
仕様書第３編１－１－８  必要時 必要時 

８.材料検査簿 執行規則第24条  省略 省略 
９.使用材料品質証明

書 
仕様書第２編１章２節  提出 省略 

10.休日・夜間作業届 仕様書第１編１－１－36  必要時 必要時 
11.施工管理 仕様書第１編１－１－23    

出来形管理 施工管理基準  提出 面積計算書又は出来形

図 
品質管理 施工管理基準  提出 自主管理､提出省略 
写真管理 施工管理基準  提出 着手前と完成時 

12.再生資源利用計画

書、確認結果票 
仕様書第１編１―１―４ 

仕様書第１編１－１－18 

 提出 
（確認結果票必要時） 

提出 
（確認結果票必要時） 

13.完成届出書 執行規則第39条  提出 提出 
14.工事記録簿 執行規則第22条の2  省略 省略 
15.工事写真帳 施工管理基準  提出 提出 
16.完成検査写真帳   省略 省略 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


